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第１　総論

１　背　景

新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返してきたインフルエンザ※ウイルスとは表面の抗原性が全く異なる新型のウイルスが出現することにより、およそ１０年から４０年の周期で発生している。ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を持っていないため、世界的な大流行（パンデミック※）となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらすことが懸念されている。

２０世紀では、１９１８年（大正７年）に発生したスペインインフルエンザの大流行が最大で、世界中で約４千万人が死亡したと推定されており、我が国でも約３９万人が死亡している。また、１９５７年（昭和３２年）にはアジアインフルエンザ、１９６８年（昭和４３年）には香港インフルエンザがそれぞれ大流行しており、医療提供機能の低下をはじめ、社会機能や経済活動における様々な混乱が記録されている。

近年、東南アジアを中心に鳥インフルエンザ※（Ｈ５Ｎ１）が流行しており、このウイルスが人に感染し、死亡する例も報告されているが（２００３年(平成１５年)１２月～２００９年(平成２１年)１月の間で、発症者４０３名、うち死亡者２５４名）、このような鳥インフルエンザのウイルスが変異することにより、人から人へ感染する能力を獲得する危険性が高まっている。

　こうした中、２００９年４月２４日、WHO（世界保健機関）事務局は、米国及びメキシコで発生した豚インフルエンザについて、これまで両国で確認されているものとは異なる豚由来Ｈ１Ｎ１亜型のＡ型インフルエンザによるものであることを発表。ＷＨＯはまた、動物由来ヒトへの感染が見られる点、地理的に離れた場所でいくつかのコミュニティにまたがって発生している点、通常のインフルエンザに比較的感染しにくい年齢層の感染が見られること等から警戒を強めているとした。この時点で、米国カリフォルニア州、テキサス州で計７人の豚インフルエンザの感染が確認され、また９件の疑い例が報告されている。一方、メキシコでは、４月２３日までに８８２件以上のインフルエンザに類似した感染例が疑われており、そのうち６２人が死亡している実態が明らかになった。その後、ＷＨＯは、２００９年４月２５日に新型インフルエンザと認定、２００９年４月２８日には警戒レベルをフェーズ３からフェーズ４に、２００９年４月３０日にはフェーズ５に、そして２００９年６月１２日未明にフェーズ６に引上げを行った。

　わが国においても、ＷＨＯの動きに並行して、２００９年４月２８日午前８時、内閣総理大臣を本部長とする「新型インフルエンザ対策本部」が設置され、空港や港の検疫体制の強化による水際対策が講じられたが、２００９年５月１６日、新型インフルエンザの感染が疑われていた神戸市内の高校生について、国立感染症研究所の検査で感染が確定し、初の国内感染例となった。

２００９年８月１５日には沖縄県で初の死亡例があり、国内に感染が拡大している状況にある。

　こうした事態に適切に対応するため、岬町においても、国の「新型インフルエンザ対策行動計画」及び「新型インフルエンザ対策ガイドライン」並びに大阪府の行動計画等を踏まえ、本行動計画をとりまとめ、地域の実情に即した対策を講じるよう努めるものである。

　なお、本行動計画は、今後も状況に応じ、適宜見直しを行っていく必要がある。

２　対策の基本方針

(1) 目的

鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）が変異して発生する新型インフルエンザは、ひとたび国内で発生すれば感染拡大による健康被害は甚大となり、社会・経済の破綻が危惧されている。このため、こうした事態を生じさせないよう、新型インフルエンザ対策を町の危機管理に関わる重要な課題と位置付け、次の２点を主たる目的として対策を講じていく。
１．感染拡大を可能な限り抑制し、健康被害を最小限にとどめる

２．社会・経済を破綻に至らせない
(2) 基本的考え方

　　我が国においては、従来の科学的根拠及び各国の対策も視野に入れながら、我が国の地理的な条件、交通機関の発達度、医療体制、受診行動の特徴等の国民性も考慮しつつ、各種対策を総合的・効果的に組み合わせてバランスのとれた戦略を目指すこととし、その上で、新型インフルエンザ発生前から流行が収まるまでの状況に応じて、一連の流れをもった戦略を確立することとされており、各段階における基本的な考え方が以下のように示されている。
· 新型インフルエンザが海外で発生した場合

在外邦人の保護のために必要な支援を行いつつ、我が国は島国としての特性を生かし、検疫の強化等により、できる限りウイルスの国内侵入の時期を遅らせることが重要である。また、発生前に鳥インフルエンザが多発している国々へ我が国として協力することは、新型インフルエンザの発生を防ぐことにつながる可能性がある。しかしながら、ウイルスの国内侵入を完全に防ぐことはほぼ不可能であるということを前提として、その後の対策を策定することが必要である。
· 発生前の段階

水際対策の実施体制の構築に加え、抗インフルエンザウイルス薬等の備蓄や地域における医療体制の整備、ワクチンの研究・開発と供給体制の整備、国民に対する啓発や政府・企業による事業継続計画等の策定など、発生に備えた事前の準備を周到に行っておくことが重要である。
· 発生当初の段階

水際対策、患者の入院措置や抗インフルエンザウイルス薬等による治療、感染のおそれのある者の外出自粛やその者に対する抗インフルエンザウイルス薬の予防投与等を中心とし、ウイルスの国内侵入や感染拡大のスピードをできる限り抑えることを目的とした各般の対策を講ずる。また、新型インフルエンザに対するパンデミックワクチン※が供給されるまで、医療従事者や社会機能の維持に関わる者に対してプレパンデミックワクチン※を接種し、パンデミック時の社会・経済機能の破たんを防ぐことが必要である。
· 感染が拡大してきた段階

国、地方自治体、民間事業者等の各部門は事前に定めた計画に従って、相互に連携しつつ、医療の確保、公共サービス等の事業継続等に最大限の努力を行う。
　

　以上の国の基本的考え方を踏まえ、具体的な対策の現場となる本町においては、地域の実情を考慮し、新型インフルエンザが発生した場合に混乱することなく的確な対策を迅速に実施することが重要である。

３　新型インフルエンザ対策推進のための役割分担

新型インフルエンザ対策を推進するに当たり、関係機関等の役割について、国の行動計画において次のとおり示されている。
	１．国

	国は、新型インフルエンザの発生に備え、「新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議」の枠組みを通じ、政府一体となった取組を総合的に推進する。
また、各省庁では、行動計画等を踏まえ、相互に連携を図りつつ、新型インフルエンザが発生した場合の所管行政分野における発生段階に応じた具体的な対応をあらかじめ決定しておく。
新型インフルエンザが発生した場合は、速やかに内閣総理大臣及び全ての国務大臣からなる「新型インフルエンザ対策本部」を設置し、政府一体となった対策を講ずるとともに、各省庁においてもそれぞれ対策本部等を開催し、対策を強力に推進する。
また、新型インフルエンザ対策本部は、「新型インフルエンザ対策専門家諮問委員会（以下「諮問委員会」という。）」を設置し、医学・公衆衛生の専門的見地からの意見を聞いて対策を進める。

	２．都道府県

	都道府県については、行動計画等を踏まえ、医療の確保等に関し、それぞれの地域の実情に応じた計画を作成するなど新型インフルエンザの発生に備えた準備を急ぐとともに、新型インフルエンザの発生時には、対策本部等を開催し、対策を強力に推進する。

	３．市区町村

	市区町村については、住民に最も近い行政単位であり、地域の実情に応じた計画を作成するとともに、住民の生活支援、独居高齢者や障害者等社会的弱者への対策や医療対策を行う。

	４．社会機能の維持に関わる事業者

	医療関係者、公共サービス提供者、食料品等の製造・販売事業者、報道機関等については、新型インフルエンザの発生時においても最低限の国民生活を維持する観点から、それぞれの社会的使命を果たすことができるよう、事業継続計画の策定や従業員への感染防止策の実施などの準備を積極的に行う。

	５．一般の事業者

	一般の事業者については、新型インフルエンザの発生時には、感染拡大防止の観点から、不要不急の事業を縮小することが望まれる。特に不特定多数の者が集まる事業を行う者については、事業の自粛が求められる。

	６. 国民

	

	国民は、国や地方自治体による広報や報道に関心を持ち、新型インフルエンザ等に関する正しい知識を得て、食料品・生活必需品等の備蓄や外出自粛など感染拡大防止に努めることが求められる。また、患者等の人権を損なうことのないよう注意しなければならない。


　　

４　行動計画の各段階の概要

新型インフルエンザ対策は、感染の段階に応じて採るべき対応が異なることから、事前の準備を進め、意思決定を迅速に行うことができるよう、予め各段階において想定される状況に応じた対応方針を定めておく必要がある。
本行動計画では、新型インフルエンザが発生する前から、国内で発生し、パンデミックを迎え、小康状態に至るまでを５つの段階に分類して、それぞれの段階に応じた対策等を定めている。これは世界保健機関（ＷＨＯ）が宣言（実施）するフェーズを参考にしつつ、我が国の実情に応じた戦略を検討するのに適した段階として国が定めたものである。この段階については、ＷＨＯのフェーズの引上げ及び引下げを注視しながら、外国での発生状況や国内サーベイランス※の結果を参考にして、わが国政府の新型インフルエンザ対策本部が決定する。
なお、５つの段階は、基本的にわが国における戦略の転換点を念頭に定めたものであり、各段階の移行については国が判断して公表する。都道府県においては、その状況に応じ柔軟に対応する場合もあり得るため、地域独自の対応が必要となる場合を考慮し、第三段階を３つの時期に小分類し、その移行については国と協議の上で都道府県が判断するものとされている。政府、地方自治体、関係機関等は、行動計画等で定められた対策を段階に応じて実施することとなる。


以下、各段階における対策の目的と主な対策の概略を述べる。

【前段階（未発生期）】

　状態：新型インフルエンザが発生していない状態

　（国の行動計画に示す主な対応）

　◇目的：①発生に備えて体制の整備を行う。

　　　　　②国際的な連携の下に発生の早期確認に努める。

　◇主な対策

1 行政機関及び事業者等は事業継続計画等を策定する。

2 感染防止等のリスクコミュニケーション（情報提供・共有）を図る。

3 発生状況、感染拡大状況及び被害状況を把握するサーベイランスの体制を整備する。

4 プレパンデミックワクチン及びパンデミックワクチンの接種体制を構築する。

5 パンデミックワクチンをできるだけ速やかに製造・供給できる体制を整備する。

6 プレパンデミックワクチンと抗インフルエンザウイルス薬の備蓄を進める。

7 医療提供体制の整備を行う。

8 家きん※における鳥インフルエンザの防疫対策を実施する。

9 WHO等の国際機関や主要先進国との連携を図り、鳥インフルエンザの発生状況に係る情報収集を行うとともに、調査研究の充実を図る。

10 鳥インフルエンザが多発している国に対して協力・支援を行う。


　　町の対応：　対策準備と情報収集　
　
· 諸情勢を踏まえながら、町における新型インフルエンザ対策行動計画、業務継続計画等の策定あるいは再点検等を行い、職員への周知を図る。

· 発生期に備え、最小限必要な感染防止用具等を備蓄する。


【第一段階（海外発生期）】

　状態：海外で新型インフルエンザが発生した状態

　（国の行動計画に示す主な対応）

　◇目的：①ウイルスの国内侵入をできるだけ阻止する。

　　　　　②国内発生に備えて体制の整備を行う。

　◇主な対策

1 海外での発生状況に関する継続的な情報収集及び国内外の関係機関との情報共有を進める。

2 発生国に滞在する在外邦人に対して必要な情報を速やかに伝達し、退避・帰国支援等必要な支援を行う。

3 新型インフルエンザ発生地への渡航自粛、航空機・旅客船の運航自粛等によりウイルス侵入のリスクを軽減する。

4 感染地域からの入国便に対して検疫を行う空港・海港を集約するとともに、入国者に対する健康監視・停留等の措置を強化する。

5 発生国からの外国人の入国を制限するために、査証審査の厳格化や査証発給の停止等の査証措置をとる。

6 国内発生に備え、サーベイランス強化・医療体制の整備を進める。

7 プレパンデミックワクチン接種の検討などを行い、接種が適切であると判断した場合には医療従事者や社会機能維持に関わる者に対する接種を開始する。

8 パンデミックワクチンの開発・製造を開始する。

9 問い合わせに対応する相談窓口を設置する等、国民への情報提供を行う。

10 事業者に対し、職場での感染防止策及び業務の継続又は自粛の準備を行うよう、要請する。


　　町の対応：対策実施体制の整備、情報収集及び住民への情報発信　
· 新型インフルエンザ庁内連絡会議の開催や新型インフルエンザ対策本部を設置するなど、必要な対策を講じるための庁内体制を整える。

· 水際対策に備え、国及び大阪府等と連携を強化し、新型インフルエンザに関する情報収集に努める。

· 収集した情報をもとに、職員及び町民に対し、適切な情報発信に努める。

· 国及び大阪府からの要請等に応じ、新型インフルエンザ相談センターへの支援、住民のための相談窓口の設置、発熱外来設置に向けた医療機関等との連携など、必要な措置を講じる。
· 国内発生に備え、感染防止用具等の備蓄品の補充・拡大を図る。


【第二段階（国内発生早期）】

　状態：国内で新型インフルエンザが発生した状態

　（国の行動計画に示す主な対応）

　◇目的：①国内での感染拡大をできる限り抑える。

　◇主な対策

1 患者に対する感染症指定医療機関※等への入院措置及び抗インフルエンザウイルス薬の投与を行う。

2 積極的疫学調査を行い、接触者に対しては外出自粛とした上で、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与及び健康観察を行う。

3 地域住民全体への抗インフルエンザウイルス薬の予防投与や人の移動制限を伴うウイルス封じ込めの可否を判断する。

4 発生した地域において、学校等の臨時休業、集会・外出の自粛要請、個人防護の徹底の周知等の公衆衛生対策を実施する。

5 パンデミックワクチンの製造を進める。

6 全国の事業者に対し、不要不急の業務の縮小に向けた取組や職場での感染防止策を開始するよう要請する。

7 社会機能の維持に関わる事業者に対し、事業継続に向けた取組を要請する。

[image: image1]
　町の対応：　感染拡大防止のための措置　
◎患者発生地域となった場合

· 住民に対し、可能な限り外出を控えるよう要請する。
· 集会主催者、興行施設等の運営者に対し、集会や催し物、コンサート、映画上映、スポーツイベント等不特定多数の者が集まる活動を自粛するよう要請する。
· 学校、通所施設等の設置者に対し、臨時休業及び入学試験の延期等を行うよう要請する。
· 住民、事業所、福祉施設等に対し、マスクの着用、うがい・手洗いを強く勧奨する。
· 事業所に対し、新型インフルエンザ様症状の認められた従業員の出勤停止・受診の勧奨を要請する。
· 事業者に対し、不要不急の業務を縮小するよう要請する。
· 公共交通機関等に対し、利用者へのマスク着用の励行の呼びかけなど適切な感染防止対策を講ずるよう要請する。
· 町自らも業務継続計画に基づき、住民生活の基盤となる必要不可欠な業務に特化し、感染防護措置を講じながら、必要最小限の行政サービスの維持に努めるとともに、円滑な業務運営が図られるよう、柔軟な人員配置に努める。
◎他の自治体又は地域等で発生した場合
· 近隣の都道府県等で患者が確認された場合は、住民の生活圏や通勤、通学の状況等も踏まえて、上記の対策の実施について検討する。
· 不要不急の業務の縮小に向けた取組や職場での感染防止策を開始するよう要請する。
· 社会機能の維持に関わる事業者に対し、事業継続に向けた取組を要請する。

【第三段階（感染拡大期／まん延期／回復期）】

　状態：国内で患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった事例が生じた状態　

感染拡大期　⇒　各都道府県において入院措置等による感染拡大防止効果が期待される状態

まん延期　　⇒　各都道府県において入院措置等による感染拡大防止効果が十分に得られなくなった状態

回復期　　　⇒　各都道府県においてピークを越えたと判断できる状態

　（国の行動計画に示す主な対応）

　◇目的：①健康被害を最小限に抑える。

　　　　　②医療機能、社会・経済機能への影響を最小限に抑える。

　◇主な対策

[共通]

1 住民（特に社会的弱者等）への支援を強化する。

2 パンデミックワクチンの製造を進め、可能となり次第順次接種する。

3 予防投与の効果及び治療用備蓄の量を踏まえ、予防投与の必要性の有無を検討する。

4 入国時の検疫対応等について、状況に応じて縮小する。

　　[感染拡大期]

1 地域での公衆衛生対策を継続して行う。

2 感染している可能性がある者が受診する医療機関を限定し、医療機関を介した感染拡大を抑制しながら、患者に対し感染症指定医療機関等への入院措置を行う。

　　[まん延期]

1 地域での公衆衛生対策を継続して行う。

2 医療機関における感染の可能性を少なくするため、発症者のうち軽症者は原則として自宅療養とし、電話相談などで医療機関受診の必要性の有無を検討する。

3 重症者については、原則として全ての入院医療機関で受け入れて治療する。

4 死亡者については、円滑な埋火葬対策を講じる。

[回復期]

1 公衆衛生対策を段階的に縮小させる。


　町の対応：　被害拡大防止のための措置の実施　
· 感染拡大防止のための措置を引続き実施する。

· 住民への生活支援等を強化する。特に一人暮らしの高齢者や障がい者への相談体制の確保、食料品や生活物資の供給、処方された薬剤の送達など、社会的弱者に配慮した対策を講じる。

· 地域での公衆衛生対策を継続して行う。

· 死者については、円滑な埋火葬対策を講じる。



【第四段階（小康期）】

　状態：患者の発生が減少し、低い水準でとどまっている状態　

　（国の行動計画に示す主な対応）

　◇目的：①社会・経済機能の回復を図り、流行の第二波に備える。

　◇主な対策

1 第三段階までに実施した対策について評価を行い、次の流行の波に備えた対策を検討し、実施する。

2 不足している資器材、医薬品等の調達及び再配備を行う。

　町の対応：　住民生活の正常化に向けた支援　
· 感染拡大防止のための措置を収束し、行政サービスの回復を図る。

· 住民（特に社会的弱者等）の心身のケアをはじめ、地域コミュニティ機能の回復に向けた取組みに努める。


第２　ウイルスの毒性等の状況に応じた対策

１　新型インフルエンザＡ／Ｈ１Ｎ１への対応

　前述の対策は、強毒性を有する鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）を想定したものであるが、当面は、感染が拡がっている新型インフルエンザ（Ａ型／Ｈ１Ｎ１）への対応を喫緊の課題として、必要な対策を講じていく必要がある。

□基本的対処方針　[Ｈ21.10.1　政府新型インフルエンザ対策本部]

政府としては、地方公共団体、医療機関、事業者や関係団体と連携・協力し、国民の協力を得ながら、当面、次の措置を講ずることとする。
一．国内外の情報収集と国民への迅速かつ的確な情報提供を行う。
（一）国際的な連携を密にし、ＷＨＯや外国の対応状況等に関する情報収集に努力する。

（二）国内の感染状況について、サーベイランス事業等を有効に活用し、その動向を適切に把握するとともに、国民に迅速かつ的確な情報提供を行う。
（三）感染防止策や発症した場合の医療機関への受診方法等流行に備えて各人が行うべきことを国民に周知し、広く注意喚起を行う。
二．地域や職場における感染拡大を防止するため、次の措置を講ずる。
（一）外出に当たっては、人混みをなるべく避けるとともに、手洗い、うがい等を呼びかける。咳等の症状のある者には、感染拡大を防ぐために、なるべく外出を避けるとともに、咳エチケットの徹底、混み合った場所でのマスク着用を呼びかける。
（二）事業者や学校に対し、時差通勤・時差通学、自転車通勤・通学等の容認、発熱者に休暇取得を促すこと等、従業員や児童・生徒等の感染機会を減らすための工夫を検討するよう要請する。
（三）集会、スポーツ大会等については、主催者に対し、感染機会を減らすための工夫を検討するよう要請する。
（四）学校・保育施設等の臨時休業の要請については、学校・保育施設等で患者が発生した場合等において、都道府県等は、当該学校・保育施設等の設置者等に対し、必要に応じ臨時休業を要請することとし、その詳細については、厚生労働大臣が別途運用指針を定める。（「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」参照。）
（五）事業者に対しては、事業運営において感染機会を減らすための工夫を検討するよう要請する。
三．感染拡大を防止し、基礎疾患を有する者等を守り、患者に対する適切な医療を提供するため、次の措置を講ずる。
（一）重症者の救命を最優先とし、発生動向に応じた外来診療体制の整備や重症患者の増加に対応できる病床を確保するよう、関係機関に医療体制の整備を要請し、支援を行う。
（二）ワクチンの確保、接種等については別途方針を定める。（「新型インフルエンザ（A/H1N1）ワクチン接種の基本方針」を参照。）
（三）抗インフルエンザウイルス薬、検査薬、マスク等の円滑な供給を関連事業者に要請する。
（四）医療の確保については、上記（一）を踏まえ、その詳細については、厚生労働大臣が別途運用指針を定める。（「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」参照。）
四．患者が急増した地域等における国民生活の維持を図る。
（一）電気・ガス・水道、食料品・生活必需品等の事業者に対する供給体制の確認や事業継続に向けた注意喚起を行う。
（二）従業員の子ども等が通う保育施設等が臨時休業になった場合における当該従業員の勤務について、事業者に対し、配慮を行うよう要請する。また、医療従事者等の子ども等が通う保育施設等が臨時休業となった場合、保育等を確保するための方策を講ずる。
（三）在宅の障害者や高齢者等について、必要に応じ状況を踏まえて支援を行う。
五．水際対策として次の措置を講ずる。
（一）検疫については、入国者に対する感染防止や発症した際の医療機関への受診を引き続き周知徹底することとし、その詳細については、厚生労働大臣が別途運用指針を定める。（「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」参照。）
（二）海外発生国の状況に応じた感染症危険情報を適宜発出するとともに、海外発生国の在外邦人に対する支援を行う。
六．必要に応じ、次の措置を講ずる。
（一）食料品・生活必需品等の購入に当たっての消費者の適切な行動を呼びかける。
（二）社会混乱に乗じた各種犯罪の取締り等治安の維持に当たる。
（三）国連及びＷＨＯの要請を受けて、途上国における新型インフルエンザ対策に対する支援を行う。
· 医療の確保、検疫、学校･保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針（二訂版）　〔抜粋〕

[H21.10.1　厚生労働省]

１．基本的考え方

1 大規模な流行が生じた場合においても患者数の急激な増加に対応できる病床の確保と重症患者の救命を最優先とする医療提供体制の整備を進める。
2 適切な院内感染対策の実施や積極的な広報の展開等により基礎疾患を有する者等の感染防止対策の強化を行う。
3 重症患者・死亡者の把握、ウイルス性状の変化の探知に重点を移した体制及び定点サーベイランスを円滑に進められるようにする。
4 社会影響とのバランスを考慮した公衆衛生対策の効果的な実施により、急激な患者の増加を防止するとともに、患者数増加のピークをできるだけ抑制し、社会活動の停滞や医療供給への影響を低減させ、国民が安心して生活できる環境を維持していく。
２．地域における対応について

（１）発生患者と濃厚接触者への対応

①　患者

　インフルエンザ様症状を有する者のうち、基礎疾患を有しない者については、本人の安静のため及び新たな感染者をできるだけ増やさないために外出を自粛し、抗インフルエンザウイルス薬の内服等も含め医師の指導に従って自宅において療養する。

基礎疾患を有するもの等※については、軽症であっても早期にかかりつけ医等に電話をし、又は医療機関を受診して、抗インフルエンザウイルス薬の内服等も含め医師の指導に従って療養する。

基礎疾患の有無によらず、重症者及び重症化するおそれを認める者については、医師の判断により入院治療を行う。このとき、医師が必要と認める場合にはＰＣＲ※検査等のウイルス検査の実施に
ついて保健所に依頼することが可能である。

②　濃厚接触者

抗インフルエンザウイルス薬の予防投与については特段の理由がない限り、推奨しない。その一方、基礎疾患を有する者で、患者と濃厚に接触するなどして感染を強く疑われる場合は、医師の判断に
より抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を行うことができる。
インフルエンザ患者に対応する医療従事者については、明らかにウイルスに曝露した場合においては、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を実施することも検討し、本人の同意に基づき、医師が投与の要否を判断する。この場合、予防投与の有無に関わらず、職務の継続は可能であるが、職務の形態を工夫したり、マスクの装着や手指消毒の励行、発症が疑われた際の早期治療・休業等により院内感染の予防に十分に注意する。
（２）医療体制

外来部門においては、今後の患者数の増加に対応するために、原則として、通常もインフルエンザ患者の診療を行っているすべての一般医療機関において診療を行う。
入院部門については、重症患者の増加に対応するため、感染症指定医療機関以外の一般入院医療機関においても入院を受け入れる。

すべての医療機関は、対応可能な範囲で院内感染対策に最大の注意を払う。特に、基礎疾患を有する者等へ感染が及ばないよう十分な感染防止措置を講ずる。
新型インフルエンザ相談センター等の電話相談窓口は、受診する医療機関が分からない人への適切な医療機関の紹介、自宅療養している患者への相談対応等、電話による情報提供を行う。電話相談窓口の具体的な運用については、地域住民がどのような情報を必要としているか等に応じて都道府県等において決定する。

（３）学校・保育施設等

学校・保育施設等で患者が発生した際には、都道府県等が感染拡大防止等公衆衛生上必要であると判断した場合、当該学校・保育施設等の設置者等に対し臨時休業を要請する。
また、感染拡大防止のため特に必要であると判断した場合、都道府県等は、患者が発生していない学校・保育施設等を含めた広域での臨時休業の要請を行うことが可能である。
なお、臨時休業の要請がない場合にあっても、学校・保育施設等の設置者は必要な臨時休業を行うことができる。

３．サーベイランスの着実な実施

（１）重症化及びウイルスの性状変化の監視

入院した重症患者の数や病状を把握するとともに、あらかじめ定められた病原体定点医療機関からインフルエンザ患者の検体提出を受け、地方衛生研究所及び国立感染症研究所において、ウイルスの性状、病原性や薬剤耐性など、ウイルスの性状変化に対する監視を実施する。
（２）全体的な発生動向の把握

あらかじめ定められた定点医療機関におけるインフルエンザ患者の発生状況の保健所への報告に基づき、全体的な発生動向を把握し、医療関係者や国民へ情報提供する。
（３）地域における感染拡大の早期探知

大規模な流行につながる可能性がある集団的な発生の端緒を早期に把握し、感染の急速な拡大の防止を図る。このため、保健所は、すべての患者（疑い患者を含む。）を把握するのではなく、放置すれば大規模な流行を生じる可能性のある学校等の集団に属する者について、重点的に把握を行う。また、同一集団内で続発する患者についても把握を行う。

　町の対応　

◆住民への対応

· 情報収集を行い、適宜、住民への必要な情報提供に努める。

· 発熱等インフルエンザ様症状が見られた場合には、かかりつけの医療機関等(又は新型インフルエンザ相談センター)に相談するよう啓発する。

· 外出する場合は、人混みをなるべく避けるとともに、手洗い、混みあった場所でのマスク着用、咳エチケット、うがい等の徹底を呼びかける。

　◆患者と濃厚接触者への対応

· 国及び大阪府が行う積極的疫学調査等について、要請に応じて必要な協力を行う。

　◆医療・発熱外来

· 発熱等インフルエンザ様症状が見られた場合には、かかりつけの医療機関等(又は新型インフルエンザ相談センター)に相談するよう促す。

　◆集会・イベント

· 集会、スポーツ大会、その他イベント等については、主催者に対し、感染の広がりを考慮し、当該集会等の開催の必要性を改めて検討するとともに、感染機会を減らすための工夫を検討するよう注意を促す。

　◆町有施設

· 住民が頻繁に利用する本庁舎及び住民活動センター、保健センター、淡輪公民館、文化センター等には、出入口付近等に手指消毒剤を配置し、手洗い及び手指消毒の励行を呼びかける。

· 指定管理者が管理運営し不特定多数が利用する施設等に対しては、所管部から管理者等に対し、咳や発熱などの症状を有する方は来場を控えるなどの注意喚起を行うとともに、施設の出入口付近等に手指消毒剤を配置し、手洗い及び手指消毒の励行を呼びかけるよう要請する。
　◆小中学校・幼稚園

· 患者が発生した学校園等については、大阪府教育委員会の臨時休業基準（新型インフルエンザ対応マニュアル）に従い、当該学校の罹患状況に応じて臨時休業（学級単位、学年単位、学校単位等）を要請する。なお、臨時休業は、基本的には４日程度とする。

· 臨時休業を要請しない学校等に対しては、生徒・児童・教職員の健康状態を把握するよう要請するとともに、臨時休業等の情報提供に迅速に対応できるよう、学校と保護者、児童生徒等及び職員との連絡体制を整備・確認するよう要請する。

· 状況に応じて、保護者あてに必要な情報提供を行う。

· 臨時休業（学級閉鎖、学年閉鎖、休校）を行った場合は、学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第１８条及び学校保健安全法施行令（昭和３３年政令第１７４号）第５条の規定に基づき、保健所に連絡する。[Ｈ21.10.9　文部科学省事務連絡]
◆児童福祉施設

· 保育所・こぐま園・子育て支援センター・学童保育室において、患者が発生し、感染が拡大して集団感染になる可能性が高い場合は、施設の休所等、岬町児童福祉施設新型インフルエンザ感染予防対策基準に従って対応する。
· 臨時休業を要請しない場合においても、必要に応じて、児童及び職員の健康状態を把握するよう要請するとともに、臨時休業等の情報提供に迅速に対応できるよう、保育所等と保護者及び職員との連絡体制を整備・確認するよう要請する。

· 状況に応じて、保護者あてに必要な情報提供を行う。

· 町が設置する施設については、インフルエンザ様症状を有する者の発生後７日以内に、その者を含め１０名以上が、インフルエンザと診断された場合、保健所に連絡する。
[Ｈ21.10.9　厚生労働省事務連絡]
　◆高齢者施設、障害者施設等

· 高齢者短期入所生活介護、通所介護、障害児又は障害者の短期入所、就労移行支援等の日中活動を行う障害福祉サービス事業所、通所施設（通所授産施設、知的障害児通園施設等）についても、大阪府の関係部局と相談のうえ、学校・幼稚園・保育施設と同様の対応を行う。

　◆事業者や学校

　　・感染の拡大状況を踏まえ、必要に応じて、時差通勤・時差通学、自転車通勤・通学等を容認するなど、従業員や児童・生徒等の感染機会を減らすための工夫を検討するよう要請するものとする。

　◆在宅高齢者・障害者支援

· 在宅の障害者や高齢者等について、状況を踏まえて必要な支援を行う。


２　毒性・感染力等に応じた対応

　弱毒性の新型インフルエンザ（Ａ型／Ｈ１Ｎ１）及び強毒性の鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）を想定し、前述のとおり各発生段階における対策を示しているが、実際の対策にあたっては、その時発生している新型インフルエンザについて、毒性等に伴う重症者や死者の発生状況、あるいは感染力の強弱による感染の拡がり状況等を踏まえたうえで、その状況に応じた対策を講じることが重要である。

　このため、本町においては、以下に示す状況判断を参考としながら、必要な対策を決定し、行動するものとする。

＜状況判断イメージ図＞





	＜状況判断の指標＞


	大阪府内及び隣接する自治体の状況
	岬町内の状況

	死亡
	岬町において感染者の死亡者がない状況において、大阪府内及び近隣自治体における感染者の死亡数等の状況を踏まえて判断。
	1人でも死者が発生した場合、基礎疾患等の既往歴がないのか（直接の死因か）、妊婦や基礎疾患を有したため重篤となったのか等を踏まえて判断。

	重症者
	岬町において感染者のうち重症者が発生していない状況において、大阪府内及び近隣自治体における重症者の状況を踏まえて判断。
	重症患者の発生状況を踏まえて判断。

	入院者数
	大阪府内の入院患者数の状況及び泉州地域における医療機関の空き病床数等の状況を踏まえて判断。

	集団感染数（学校等の休業数）
	大阪府及び和歌山県が発表する集団感染の発生件数をもとに近隣自治体の状況も踏まえて判断。
	町内の小中学校、高等学校、保育所、高齢者施設、障がい者施設等の状況を踏まえて判断。

	医療機関当たりの患者数
	国立感染症研究所が公表している「インフルエンザ流行レベルマップ」や大阪府・泉佐野保健所からの情報等をもとに流行レベルを判断。
	左記の情報に加え、町内医療機関の情報をもとに判断。



注）各指標を総合勘案して判断する。

第３　各論

１ 業務継続計画※
鳥インフルエンザ（H5N1）に起因して発生すると考えられている新型インフルエンザは、全人口の２５％が罹患し、流行が約８週間程度続くと予想されている。また、本人の罹患や家族の罹患等により、各事業所の従業員・職員の最大４０％が欠勤することが想定され、社会・経済活動の大幅な縮小と停滞を招くとともに、公共のサービスの中断や物資の不足により最低限の国民生活を維持することすらできなくなるおそれがある。
このため、新型インフルエンザ発生時に、社会・経済機能の破綻を防止し、最低限の国民生活を維持できるよう、町においても事前に十分準備を行うことが重要である。

具体的には、新型インフルエンザに対応した業務継続計画を策定し、職員や職場における感染対策、継続すべき重要業務の選定、職員の勤務体制などをあらかじめ定め、発生に備えることが有効である。特に、生活の基盤となる業務については業務の継続が社会的に求められているため、必要最小限の行政サービスを維持するため、業務継続計画を策定する。
　とりわけ、町において実施すべき対策として、以下の５点について整理する。

(1) 迅速な意思決定が可能な新型インフルエンザ対策の体制を確立

(2) 職員や来庁者等を守る感染防止対策の検討

(3) 新型インフルエンザ発生時の業務継続の検討・計画策定を行う

(4) 定期的に職員に対する教育・訓練を実施

(5) 業務継続計画は点検・是正を行い、より具体的なものにする
（１）新型インフルエンザ対策の体制
①新型インフルエンザ発生時の社会状況の想定

	
	国（人口：1.28億人）
	府（人口：882万人）
	岬町（人口：18,500人）

	発症者数（罹患率25％）
	約3,200万人
	約220万人
	約4,700人

	受診患者数
	1,300万～2,500万人
	92万～176万人
	1,900～3,700人

	入院患者数
	約17万～53万人
	約1.2万～3.7万人
	約25～80人

	死亡者数　※
	約7万～17万人
	約4千～1.1万人
	約10～25人

	1日当たり

最大入院患者数　※
	約10万1千人
	約7千人
	約15人

	
	（流行発生から５週目）

	欠勤率
	２０～４０％　　※業種・地域により流行のピークに差がある

	欠勤期間
	１０日間程度

	到達時間
	海外で発生してから日本到達まで２～４週間程度

	流行の波
	流行は８週間程度


注：地域により流行のピークや規模、時期に差が生じる可能性あり。
　　※印はアジアインフルエンザ並みの致死率0.53％の場合で想定

　◆想定される社会機能の状況とその維持に当たり企業等に期待される対策・目標

　　　　※厚生労働省新型インフルエンザ対策専門家会議公表資料(H20.7.30)を加工

	社会機能
	想定される状況
	企業等に期待される対策・目標


	医療サービス
	○保健所、医療機関等への問合せの増加

○抗インフルエンザウイルス薬を求めて医療機関を訪れる方が増加

○一部の医療機関では新型インフルエンザへの業務資源の重点投入のため、診療科目を限定

○爆発的に需要が増え、医療機関における業務資源（医療従事者、医薬品、資器材、ベッド等）が大きく不足。一時的に業務を中断せざるを得ない医療機関が出現するおそれ
	○危機管理組織の設置等の準備

○感染防止策の強化・継続

（防護服・マスク着用、タミフル※の予防投与等）

【目標】

◆通常の医療体制の確保

◆新型インフルエンザ対応体制の確立・維持



	介護サービス
	○感染者が１人でも出れば、施設内は短期間でまん延
	○入所者の外出自粛

○外部者の訪問自粛

【目標】

◆通常サービスの維持

	電気・水道・ガス・熱供給


	○感染防止の観点から、窓口サービスやカスタマーサービス業務等を中断

○保守・運用の従業員不足により地域的・一時的に停電等が生じるおそれ


	○危機管理組織の設置等の準備

○感染防止策の強化・継続

○最小限の従業員による勤務体制への移行

【目標】

◆通常レベルの供給維持

	行政サービス
	○行政窓口への問合せ増加

○職員不足又は感染防止の観点から、窓口業務が中断するおそれ


	○危機管理組織の設置等の準備

○感染防止策の強化・継続

○最小限の従業員による勤務体制への移行

○住民生活維持に必要な最低限のサービス（行政手続、ごみ収集等）を維持。他の業務は縮小。

○住民相談窓口の設置

【目標】

◆必要最低限のサービスの維持

	公共交通
	○外出自粛により公共交通機関に対する需要が減少

○徒歩・自転車・自動車等による通勤が増加

○従業員不足により、運行本数が減少


	○危機管理組織の設置等の準備

○感染防止策の強化・継続

○最小限の従業員による勤務体制への移行

【目標】

◆需要に応じた運行の維持

	燃料供給

（ガソリンスタンド）
	○ガソリン不足を予想し、客が増加

○公共交通機関を避け、乗用車の利用が増加するものの、社会活動水準が大きく低下するため、ガソリンに対する需要は減少

○発生国・地域によっては、燃料輸入が中断

○従業員不足により、地域的・一時的に供給停止
	○危機管理組織の設置等の準備

○感染防止策の強化・継続

○最小限の従業員による勤務体制への移行

【目標】

◆需要に応じた供給の維持

	通信
	○外出自粛や在宅勤務体制への移行等により、電話・インターネットの通信需要が増加

○通信需要増に伴う一時的な通信速度の低下

○窓口業務、カスタマーサービス中断（従業員不足又は感染予防対策のため）
	○危機管理組織の設置等の準備

○感染防止策の強化・継続

○保守・運用業務を維持

○最小限の従業員による勤務体制への移行

【目標】

◆通常機能の維持

	金融
	○現金を引き出す人が増加

○従業員不足又は感染防止の観点から、窓口業務、カスタマーサービスが中断するおそれ

○ＡＴＭへの現金流通が滞り、一時的にサービス中断


	○危機管理組織の設置等の準備

○感染防止策の強化・継続

○最小限の従業員による勤務体制への移行

○決済、資金の円滑な供給等最低限必要な業務以外の業務を縮小・中断

【目標】

◆決済、資金の円滑な供給等最低限必要な業務の継続

	物流（貨物運送、倉庫等）
	○事業活動休止又は稼働率低下により、物流量が減少

○従業員不足による集配の遅延、サービスの中断

○宅配、通信販売等に対する需要が増加


	○危機管理組織の設置等の準備

○感染防止策の強化・継続

○最小限の従業員による勤務体制への移行

○食料品・生活必需品供給、社会インフラ維持のための物流を確保するため、業務資源を集中

【目標】

◆食料品・生活必需品供給、社会インフラ維持のための物流機能の維持

	食料品・生活必需品の輸入・製造
	○食料品・生活必需品を買い求める人が増加

○買占めにより食料品・生活必需品が不足、価格上昇

○海外での感染拡大に伴い、食料品等の輸入が一時的に中断

○国内での感染拡大に伴い、食料品等の製造が減少


	○危機管理組織の設置等の準備

○感染防止策の強化・継続

○最小限の従業員による勤務体制への移行

○食料品・生活必需品の中でも、特に社会的要請の高いものの生産に業務資源を集中

【目標】

◆国民の健康維持のため必要最低限の品目の確保

	流通（小売、卸売）
	○中小事業者は休業する可能性

○宅配、通信販売等に対する需要が増加

○従業員不足・休市等により卸売市場機能が低下し、生鮮食料品等の流通が一時的に中断

○小売店の従業員不足や物流機能の混乱により物資流通が遅延又は中断
	○危機管理組織の設置等の準備

○感染防止策の強化・継続

○最小限の従業員による勤務体制への移行

○地方自治体との事前協議等に基づき、スーパー、コンビニなど地域の拠点となる食料品・生活必需品店の営業を継続。関連事業者は、必要性の高い食料品等の流通に業務資源を集中

【目標】

◆食料品・生活必需品、社会インフラ維持のための流通機能の維持


②危機管理体制の整備
◇岬町新型インフルエンザ対策本部

　　大阪府内及び隣接する和歌山県をはじめ、国内における新型インフルエンザの発生状況等を踏まえ、必要に応じ岬町新型インフルエンザ対策本部設置要綱（以下「本部設置要綱」という。」により、町長を本部長とする対策本部を設置し、要綱に規定する所掌事務として以下の事項について、協議し、必要な対策を実施する。
（１）新型インフルエンザに対する事前対策に関すること

（２）新型インフルエンザ発生時の初動対応に関すること

（３）パンデミック時における危機管理対策に関すること

（４）岬町新型インフルエンザ対策行動計画に関すること

（５）その他上記以外に必要な事項に関すること

◇岬町新型インフルエンザ対策本部専門家会議

　　　　専門的な意見を徴する必要が生じた場合は、本部設置要綱第5条の規定に基づく学識経験者等で構成する専門家会議を設置する。

◇岬町新型インフルエンザ対策本部幹事会

　　新型インフルエンザに関する庁内の情報共有・意見交換及び実務的な庁内調整等に際しては、必要に応じ、本部設置要綱第6条の規定に基づく幹事会を招集する。

◇岬町新型インフルエンザ対策行動計画ワーキンググループ

　　行動計画策定及び改定作業を行うため、事務レベルのワーキンググループを設置。

○意思決定の方法
業務継続計画の実施に当たっては、本計画に基づき、岬町新型インフルエンザ対策本部において、講ずべき必要な対策を決定するものとする。なお、対策本部を開催する暇がない場合にあっては、本部長又は副本部長が関係部長と協議し必要な対策を決定し、実施するものとする。

○通常時の体制の運営
対策本部の事務局を担う保健センター及び危機管理課においては、通常時から新型インフルエンザについて正確な情報を収集するよう努め、相互に情報共有を行う。また、必要に応じて庁内職員に情報提供し、情報の共有化に努める。

さらに、保健センターにおいては、専門的な知識を要する感染予防策等に関し、産業医や近隣の医療機関、管轄の保健所などの助言等、必要な情報が得られるよう努める。

③情報の収集と共有体制の整備
○発生時における情報収集体制の整備
· 国内外の新型インフルエンザの感染状況や公共サービスに関する情報を、国（厚生労働省、外務省等）、都道府県、ＷＨＯ等から入手し、得られた情報を、必要に応じて、計画や対策の見直しに役立てるとともに、町としての対応方針に反映する。また、関係団体・関係機関等と密接な情報交換を行う。

· 流行時には、庁内各部局ごとに日々の職員の発症状況を確認し、発症により出勤停止（特別休暇）措置が必要な職員がある場合は、人事担当課へ報告する。

· 本計画に基づく重要業務の継続にあたり、部局を超えて職員の応援配置が必要な場合は、人事担当課と協議のうえ、必要な人員配置措置を講じる。

○職員への情報提供体制の整備、普及啓発
· 職員に対して、感染予防策を徹底するとともに、新型インフルエンザ発生時の行動についての普及啓発を行う。

· 新型インフルエンザ発生時に業務に従事する者に対しては、その感染リスクを理解・納得させる。

· 業務継続の観点から関連事業者等に対し、感染防止等の普及啓発を実施する。
＜収集すべき情報＞
· 一般的な情報

＊新型インフルエンザが発生している地域
＊新型インフルエンザの概要（特徴、症状、治療方法等）
· 町内の情報

＊緊急連絡先や保育所や学校に通う子どもの有無、要介護の家族の有無、その他支援の必要性の有無等を把握する。

（２）職場における感染防止策
①職場における感染リスクの評価と対策
新型インフルエンザ発生時に職員を勤務させる場合、必要な感染予防策を講じる必要がある。そのため、感染リスクを業務内容ごとに評価し、リスクを低減する感染予防策を予め次のとおり定める。

なお、感染リスクの評価に当たっては、

a. 職員が勤務中に感染の恐れのある者と２メートル以内に近づく可能性があるか。

b. 職員が勤務中に感染の恐れのある者と対面による会話を行う可能性があるか。

c. 職員が勤務中に感染の恐れのある者と直接文書等の受渡しを行う可能があるか。

d. 職員が勤務中に感染の恐れのある者と給食等の食事をともにする可能性があるか。

e. 職員が勤務中に感染の恐れのある者の排泄物等に触れる可能性があるか。

　　の各項目に該当するか否かを確認し、判断する。

　　　また、共通の前提事項として、町内での患者発生又は大阪府内等における感染拡大期においては、庁舎等においては、出入口付近等に消毒液を配置し、来庁者等に対し手指の消毒を励行するとともに、発熱等の症状のある者については、マスクの着用を要請することとし、ポスター等の掲示により注意喚起を行う。

	リスクを伴う恐れのある業務
	感染リスクの評価

　（該当項目）
	職員の感染予防対策

（個人防護具：PPE※）

	窓口業務

各種受付業務（許認可含む）
入札業務
	ａ，ｂ，ｃ
	· マスク着用

· 消毒液配備

（手指、机・カウンター等の消毒）

	相談業務（対面）
	ａ，ｂ
	

	施設の運営管理業務
	ａ，ｂ，ｅ
	· マスク着用

· 消毒液配備

（手指、机・カウンター等の消毒）

◆ゴム手袋着用（ｅの場合）

	感染症対策業務（保健ｾﾝﾀｰ等）

健康管理業務


	ａ，ｂ，ｃ，ｅ
	· マスク着用

· 消毒液配備

（手指、机・カウンター等の消毒）

· ゴム手袋着用（ｅの場合）

· ゴーグル着用

· 防護服着用

· 抗インフルエンザ薬服用

· ワクチン接種

	保育施設（保育所等）運営業務
障がい児通所施設運営業務
小中学校運営業務

幼稚園運営業務
	ａ，ｂ，ｃ，ｄ，ｅ
	

	各種会議（職員以外の者が参画するものに限る）
各種イベント
	ａ，ｂ
	◆マスク着用

◆消毒液配備


　注）なお、必要に応じて、発熱などの症状のある人の入室を防ぐ方法等についても検討し、実施する。例えば、感染した可能性がある者が、直ぐに発見・報告される仕組み（例：職員や利用者等の体温測定等）を構築し、実行する。

②職員が感染した場合の対応
○感染防止策の実効性を高めるため、職場で感染した可能性がある者が発見された場合、以下の対応を行う。
· 感染が確認された職員については、別途定める手続により出勤停止（特別休暇）等の措置を行う。

· 当該職員の上司（部長、所属長等）は、当該職員の症状、発症までの行動等を把握すると共に、職場に濃厚接触者等がないか確認し、人事担当課に報告する。

· 部長又は所属長は、必要に応じ、他部局からの職員の応援等について人事担当課と協議し、必要な措置を行う。

· 感染の拡大状況に応じ、対策本部において、業務継続・停止等の決定を行い必要な措置を講じる。

（３）新型インフルエンザを対象とした業務継続計画策定の基本的な考え方
○職員等の感染防止とともに業務への影響を最小限に抑える。
○業務を継続することに伴い職員や来庁者等が感染する危険性（リスク）と、継続しなければならない社会的必要性等を勘案して、重要業務の選定を行い、業務継続等の判断にあたってのメルクマールとする。
○重要業務が継続できるよう、当該関係団体・関係機関等とともに必要な対策について事前の準備を行う。

以上の基本的な考え方に基づき、業務継続計画を策定する。

①業務継続方針
　本町においては、各発生段階における業務継続の方針を次のとおりとする。

	発生段階
	岬町の業務継続の方針

	第二段階（国内発生早期）
	◆職員及び来庁者等への感染拡大防止策を講じつつ、通常業務（全行政サービス）を維持

	第三段階（感染拡大期）


	◆住民の最低限の生活維持のために不可欠な公共サービス等(重要業務)を除き、可能な限り業務を停止する。

◆最小限の人員による勤務体制への移行（重要業務へシフト）

◆業務に際し職員及び住民等への感染拡大防止策を強化

	第四段階（小康期）
	◆職員及び来庁者等への感染拡大防止策を講じつつ、通常業務（全行政サービス）実施体制へ移行


②重要業務と停止業務
新型インフルエンザ発生時に重要業務の継続を実現するため、その継続に不可欠な要素・資源を洗い出し、あらかじめ確保するための方策を講じる必要がある。このため、本町においては、庁内全部局を対象に重要業務等〔(ｱ)重要業務として継続すべき事業について、(ｲ)停止する業務について、(ｳ)所管施設等の休業・閉鎖等について、〕の検討を依頼し、その回答を得て業務の洗い出しを行った。

　□重要業務として継続する事業（継続対象業務）

	所管部
	業務（事業）名
	業務継続の理由
	最低限必要人員
	現行の人員より増加する理由等

	総務部
	庁舎管理業務
	役場庁舎は、業務等により職員及び住民が利用する限り、適正な管理運営を継続する必要がある。
	警備２

清掃１

（委託業務）
	※委託業務であり、事前に受託事業者との協議を行い、調整する必要がある。

	総務部
	入札関係業務
	一般の企業活動が制限されていない状況にあり、かつ、その時点で公共工事等（随意契約含む）の発注が見込まれる場合は、業務を維持せざるを得ない。
	２
	※担当者が新型インフルエンザに罹患した場合、基本的には部内でのシフトを組む。

なお、部内対応が困難な場合は、入札対象業務所管部局からの応援により対応する。

	総務部
	選挙関係業務
	選挙が行われる場合、公職選挙法の規定に基づき、関係事務を行う必要がある。
	２
	※担当者が新型インフルエンザに罹患した場合、基本的には部内でのシフトを組む。

なお、部内対応が困難な場合は、他部局からの応援等により対応する必要がある。

（状況に応じ予めシフト要員のリストを作成）

	企画部
	人事管理業務
	職員の健康管理、職員の配置等、緊急時においても人事業務として対応を行う必要がある。


	１
	

	企画部
	給与（賃金）支給業務
	一定期日払いの原則の下、条例に基づく期日に職員給与及び賃金の振込み等を行っているところであり、職員の生計維持のためにも支払いを滞らせるわけには行かない。
	給与担当３

会計１
	

	
	所得税・社会保険・健保料・共済費等の振込み業務
	
	
	

	企画部
	岬町役場HP管理業務
	緊急時の情報発信を行う必要がある。


	１
	

	企画部
	住民基本台帳システム・庁内LAN等の維持管理業務
	各所属が使用している行政情報システムがダウンする場合が想定され、業者との窓口になる必要がある。
	
	

	住民部
	住民票・戸籍謄本・印鑑証明などの証明書発行、届出受理窓口業務
	・住民の権利義務に係る事項であり証明書の発行を拒否できない

・届出期間が定められているものについて、受理を拒否できない

・火葬届出による火葬許可証を発行しなければ火葬できず死体を長期に放置できない
	２
	※戸籍等の処理においては、経験を有する前任の職員を配置するなどの対応が必要

	所管部
	業務（事業）名
	業務継続の理由
	最低限必要人員
	現行の人員より増加する理由等

	住民部
	ごみ収集業務
	定期的な町内巡回によるごみ収集を行わなければ、地域のごみステーションや道路にごみが溢れ、悪臭の発生など生活環境に悪影響を及ぼす。
	９

（委託業務）
	現行人員の1/2を確保することにより業務続行を予定する。

委託業者自体の人員等確保が可能かなどの不安要素がある。

なお、ごみ処理業務及びし尿処理業務については、処理経験を有する者の確保が必要。

※ごみ収集、処理における汚染物の取扱について、その処理方法などが府、保健所等の指示による処分となると考えられる。また、収集業者やごみ処理施設における２次感染防止策を講じる必要がある。

	住民部
	ごみ処理業務
	収集ごみが処理場内のピットに放置され焼却しなければ衛生面からもまた容量的にも放置できない。
	３
	

	住民部
	し尿収集業務
	収集しなければ各家庭の貯留容量に影響が出る。
	３

（委託業務）
	

	住民部
	し尿処理業務
	貯留容量が少ないため処理しなければ収集物を投入できない。また、汚泥ケーキを貯留する施設もない。
	１
	

	住民部
	火葬業務
	パンデミック期においても、火葬の適切な実施を図るとともに、個別の埋火葬に係る対応及び遺体の保存対策等を講ずる主体的な役割を果たす必要がある。
	１

（指定管理業務）
	※事前に指定管理者との協議を行い、調整する必要がある。
なお、応援要員が業務を遂行できるよう、業務マニュアルを作成し・配備するなどの対策を講じておく。

	住民部
	固定資産税関連の各種証明書の発行業務
	住民の権利義務に係る事項であり、証明書の発行を拒否できない。
	１
	

	住民部
	納税証明など証明書の発行、納付書等の再発行、納税交渉等の窓口業務
	
	２
	※処理経験を有する者の確保が必要。

	住民部
	課税証明など証明書の発行、廃車等の窓口業務
	
	
	

	住民部
	収入日報計算業務
	町税について会計との収入状況確認が必要。
	
	

	住民部
	保険証の発行等業務
	保険証及び関連する証の発行については、医療機関で受療する場合において不可欠である。また、医療機関からの資格等に対応する必要がある｡
	３
	

	所管部
	業務（事業）名
	業務継続の理由
	最低限必要人員
	現行の人員より増加する理由等

	福祉部
	感染症対策事業
	通常は、消毒機材の備蓄、確保をしているが、新型インフルエンザ発生時には、関係機関への連絡調整、情報収集、新たに相談窓口の設置等、業務の増大が見込まれる。
	３
	※保健センターでの新型インフルエンザ関連業務の急増が予想される非常時においては、人的資源を集中する。

	福祉部
	各種相談事業
	母子健康手帳の交付や妊婦健診等、後日に変更できない部分の事業や、通常の各種保健事業を停止した場合も健康相談への対応については最低限対応する必要がある。
	２
	

	福祉部
	高齢者インフルエンザ予防接種
	高齢者のインフルエンザ予防接種は、特に新型インフルエンザ発生時に重症化を予防するためにも、接種率を上げる必要がある。
	１
	

	福祉部
	児童福祉事務

子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業
	この業務が滞った場合、子どもへの生命の危険があるため
	４
	

	上下水道部
	水道事業(水道施設の運転管理、保守対応等)
	ライフラインの一つとして住民生活に欠くことのできない水の安定供給に努める必要がある。
	４
	

	上下水道部
	下水道事業（下水道施設の運転管理、保守対応等）
	住民生活の維持を図るうえで欠くことのできないものであり、排水処理に努める必要がある。
	２
	

	上下水道部
	雨水排水事業（雨水排水施設の運転管理、保守対応等）
	住民生活の安全を確保するために重要な施設である。
	２
	

	教育委員会
	学校等との連絡及び情報提供
	不確実な情報による不要な不安や混乱を防止するため。
	教育部員１９人
	

	会計室
	会計業務
	町財政の基盤となる収入が滞るため。又、業者及び一般住民への支払業務が滞り住民生活に支障をきたすため。
	２
	※担当者が新型インフルエンザに罹患した場合、会計課経験者の配置を要請（窓口担当金融機関との間で職員の相互連携を要請）


（注）表中に記載している以外の業務については、基本的には状況に応じて縮小･停止を行う。

　
□施設の休業・閉鎖等対応一覧

	所管部
	施設名
	休業・閉鎖

の可否
	休業・閉鎖の可否判断理由
	医療の場と

しての提供

の可否
	課題・問題点等

	総務部
	岬町役場庁舎
	否
	岬町役場庁舎は、本町の執

務及び災害対策の拠点施設

であるため、閉鎖できない。
	否
	岬町役場庁舎は、本町の執務の拠点施設であり、新型インフルエンザが発生し、感染者を収容した場合、庁舎内で感染が拡大し、本町の機能が停止するおそれがあるため、医療を提供する場としての提供はできる限り避けるほうがよいと考えられる。しかし、不測の事態に備え、会議室等のスペースに感染者を収容する場合の方策も検討する必要がある。

	総務部
	集会所（集会所条例で規定するもの）
	可
	集会所は、住民福祉の向上と地域社会の振興を目的として設置されている施設であり、住民の最低限の生活維持のために不可欠な公共サービスを提供するものではないため、休業・閉鎖等は可能である。
	可
	集会所の態様にもよるが、衛生面等の諸条件をクリアすれば、医療を提供する場としての提供は可能である。

	企画部
	青少年センター
	可
	住民の体育・文化活動等の場を提供するものであるが、新型インフルエンザ発生時の感染拡大防止の観点から、一時閉鎖すべきである。
	否
	施設の閉鎖によって住民の活動を休止してしまうので迅速に対応できるように連絡網の充実等が必要となる。

	企画部
	文化センター
	
	
	
	

	住民部
	美化センター

ごみ処理施設
	否
	収集ごみが処理場内のピットに放置されることになり焼却処分しなければ衛生面からも長期に放置できない。
	否
	夜間運転業務委託業者との調整が必要。

委託業者自体の人員等確保が可能かなどの不安要素がある。

	住民部
	美化センター

し尿処理施設
	否
	貯留容量が少ないため常時処理しなければならない。
	否
	収集業者自体の人員等確保が可能かなどの不安要素がある。

	住民部
	淡輪火葬場
	否
	死体の腐敗による環境保全に支障が生じるなどが懸念される。
	可

（待合室のみ）
	指定管理者との調整が必要。

指定管理者における人員等の確保が可能かなどの不安要素がある。

	所管部
	施設名
	休業・閉鎖

の可否
	休業・閉鎖の可否判断理由
	医療の場と

しての提供

の可否
	課題・問題点等

	福祉部
	岬町健康ふれあい

センター
	可
	住民の健康増進、交流等の場を提供する施設であるが、新型インフルエンザ発生時の感染拡大防止の観点から、一時閉鎖すべきである。
	可
	施設の清掃者の業務を停止させるのか等の問題が有る。

	福祉部
	岬町立保健センター
	否
	住民の健康づくりを支援するため、様々な保健事業を提供する拠点施設であるが、新型インフルエンザ発生時には、通常の保健事業は一部を除いて休業し、感染症対応として新たに発生する業務の遂行のため、閉鎖はできない見込み。
	否
	電話回線は2回線あるが、機能不全になる可能性がある。

	福祉部
	向出老人憩の家
	可
	老人福祉の増進を図り、高齢者の交流の場を提供する施設であるが、新型インフルエンザ発生時の感染拡大防止の観点から、一時閉鎖すべきである。
	否
	施設の閉鎖により、老人福祉の増進や交流の場がなくなる為、近隣地区の老人憩の家や自治区集会所等の施設が臨時で使用できるよう調整の必要がある。

	福祉部
	北出若宮老人憩の家
	
	
	
	

	福祉部
	南出老人憩の家
	
	
	
	

	福祉部
	門前兵庫老人憩の家
	
	
	
	

	福祉部
	孝子老人憩の家
	
	
	
	

	福祉部
	緑ヶ丘老人憩の家
	
	
	
	

	福祉部
	千歳陸出老人憩の家
	
	
	
	

	福祉部
	峰地蔵老人憩の家
	
	
	
	

	福祉部
	淡輪老人福祉ｾﾝﾀｰ
	
	
	
	

	福祉部
	岬公園老人憩の家
	
	
	
	

	福祉部
	中出地区老人憩の家
	
	
	
	

	福祉部
	緑７丁会老人憩の家
	
	
	
	

	所管部
	施設名
	休業・閉鎖

の可否
	休業・閉鎖の可否判断理由
	医療の場と

しての提供

の可否
	課題・問題点等

	福祉部
	淡輪保育所
	可
	保護者の委託を受けて児童の健全な保育をはかるための施設であるが、新型インフルエンザ発生時の感染拡大防止の観点から、一時閉鎖すべきである。
	否
	施設の閉鎖により、保育の場がなくなる為、保護者の理解と調整が必要である。

	福祉部
	深日保育所
	
	
	
	

	福祉部
	子育て支援センター

（緑ヶ丘保育所）
	可
	地域全体で子育てを支援する体制を整え、児童福祉の増進を図ることを目的とする施設であるが、新型インフルエンザ発生時の感染拡大防止の観点から、一時閉鎖すべきである。
	否
	施設の閉鎖により、利用できなくなる為、利用者の理解と調整が必要である。

	福祉部
	こぐま園
	可
	心身障害児に対し、通園して機能、知能の回復訓練を行い、保護者と協力して心身の健康回復を助長するための施設であるが、新型インフルエンザ発生時の感染拡大防止の観点から、一時閉鎖すべきである。
	否
	施設の閉鎖により、利用できなくなる為、保護者の理解と調整が必要である。

	福祉部
	淡輪学童
	可
	保護者が労働等の理由により昼間家庭にいない児童に対し、適切な遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図るための施設であるが、新型インフルエンザ発生時の感染拡大防止の観点から、一時閉鎖すべきである。
	否
	施設の閉鎖により、学童保育の場がなくなる為、保護者の理解と調整が必要である。

	福祉部
	深日学童
	
	
	
	

	事業部
	海釣り公園

とっとパーク
	可
	岬町海釣り公園の管理に関する基本協定書第37条により業務停止を命ずる。
	否
	施設の閉鎖によって感染拡大防止を図るが、業務停止期間が長期化した場合、指定管理者と対応を検討する必要がある。

	事業部
	潮干狩・海水浴場
	可
	新型インフルエンザ発生時の感染拡大防止の観点から、一時閉鎖すべきである。
	否
	施設の閉鎖によって感染拡大防止を図るが、業務停止期間が長期化した場合、受託者と対応を検討する必要がある。

	事業部
	みさき公園
	
	
	
	

	事業部
	地域就労支援ｾﾝﾀｰ
	
	
	
	

	所管部
	施設名
	休業・閉鎖

の可否
	休業・閉鎖の可否判断理由
	医療の場と

しての提供

の可否
	課題・問題点等

	教育委員会
	淡輪幼稚園
	可
	集団生活による感染拡大防止の観点から閉鎖すべきであり文部科学省等及び地方公共団体の保健部局等からの臨時休業等の要請にも速やかに対応。
	否
	文部科学省等及び地方公共団体の保健部局等からの臨時休業等の情報提供や要請に速やかに対応できるよう、教育委員会及び、担当者と学校等との連絡網について確認すること。なお各学校園においても、臨時休業等の情報提供や要請に迅速に対応できるよう各家庭との連絡網を確認するよう指導すること。新型インフルエンザの発生状況や効果的な予防方法等を踏まえつつ、その情報を児童生徒、保護者、教職員、所轄施設等に迅速かつ確実に周知すること。学校園の休業等の措置等を講じるに当っては患者等やその家族及び接触者に対する差別が起こらないよう十分注意する。

	教育委員会
	淡輪小学校
	
	
	
	

	教育委員会
	深日小学校
	
	
	
	

	教育委員会
	多奈川小学校
	
	
	
	

	教育委員会
	岬中学校
	
	
	
	

	教育委員会
	給食センター
	可
	職員に感染が拡がった場合、保健衛生上閉鎖せざるを得ない状況が想定される。また、職員の出勤が制限されれば、献立の変更又は給食を中止する場合も想定しておく。

	否
	給食を中止する場合は、学校園及び保護者へ速やかに連絡することが必要となる。急な中止の場合は、学校園の午後からの休業が想定される。長期化する場合は、児童生徒が弁当を持参するなどの対応を取らざるを得ない場合も想定され、事前に保護者の理解を得ておくことが望ましい。
また保護者の負担を軽減する方策として、弁当の購入斡旋などを検討しておく。

	教育委員会
	孝子小学校
	可
	住民の体育・文化活動等の場を提供するものであるが、新型インフルエンザ発生時の感染拡大防止の観点から、一時閉鎖すべきである。
	否
	施設の閉鎖によって住民の活動を休止してしまうので迅速に対応できるように連絡網の充実等が必要となる。

	教育委員会
	町民体育館
	
	
	
	

	教育委員会
	淡輪公民館
	
	
	
	

	教育委員会
	アップル館
	
	
	
	指定管理者と対応を検討する必要がある。


③業務縮小・停止等の判断について
　　　新型インフルエンザの感染拡大期には、予め洗い出しを行った重要業務・停止業務の整理をもとに、対策本部においては、その時点の状況を踏まえながら、住民の最低限の生活維持のために不可欠な公共サービス等(重要業務)を除き、可能な限り業務を停止する判断を行う。この際、以下の点に十分留意する。

　　◇留意事項
· 新型インフルエンザの拡大期には、多くの職員が出勤困難又は不可能となるおそれがあり、継続業務であっても、こうした事態を想定して代替策を準備しておく。

· 学校や保育施設等の休業や、一部の福祉サービスの縮小などにより、共働きの世帯等は出勤が困難となる場合がある。

· 特に、感染拡大の初期段階（国内発生早期）では、同じ職場で感染者が発見された場合、濃厚接触者を自宅待機させるケースが想定される。そのため、継続する重要業務の決定等の際には、濃厚接触者が自宅待機することも想定し、在宅勤務等についても検討する。
· 関係部局は、業務継続に不可欠な団体・機関等とあらかじめ調整し、必要な措置を講じておく。

· 関係部局は、関係団体・関係機関との間で事前対策の促進について相互協力するとともに発生時の相互支援等についても協議しておく。

· 調達困難となる原材料等については、備蓄を増やす等の措置を行う。

· 業務の縮小・停止によって、法律上の問題が発生しないかどうかあらかじめ確認する。
· 業務を停止した場合、免責となるかどうかを確認し、必要に応じて関係団体・関係機関と協議・見直しを行う。

· 新型インフルエンザ発生時に職員に対して勤務を命じる場合の留意点について検討する。
④人員シフト・重要業務の支援体制等
新型インフルエンザの流行時は、各職場においても、職員本人の発症や発症した家族の看病等で、一時的には、相当数の職員が欠勤することが予想される。このため、職員が長期にわたり多数欠勤した場合に備えて、関係団体・関係機関を含む運営体制について、業務の性格に応じた人員シフト等代替要員の確保策の検討を行い、対策を講じる。

人員シフト等代替要員の確保にあたっては、複数班による交代勤務制（発症していない職員をチーム毎に計画的に自宅待機させることが考えられる。その場合、万が一、就業している職員の中から感染者がでたとしても、濃厚接触者を含めて休業させ、自宅待機していたチームが代替要員として就業するなどの体制）、管理職等の交代勤務、家族の状況（年少の子どもや要介護の家族の有無等）等を踏まえ、体制の検討を行う。なお、早い段階で感染防止策を講じること、欠勤者が増加する前に計画的に業務量を減少させることが重要である。
（４）職員の情報共有と周知徹底及び業務継続計画の点検・是正
①情報共有

職員が新型インフルエンザに対する正しい知識を習得し、率先して感染防止策を実践することができるよう、日頃から必要な情報共有及び意見交換等を行う。特に、発熱等の症状がある場合、積極的に休んで医療機関を受診することを励行する。
また、新型インフルエンザ発生に備えた業務継続計画を円滑に実行できるよう、本計画の周知徹底を図るとともに、業務継続に備えた業務支援研修等を実施する。
②点検・是正
町は、実効性を維持・向上させる観点から、大阪府や保健所等との相談、関係団体・関係機関等との意見交換等を定期的に行うことによって業務継続計画の点検・是正を行うとともに、

国等が提供する情報を適宜入手し、必要に応じて計画を見直し、的確な行動をとることができるよう努める。
（５）業務継続計画の発動
町は、国等の情報に注意しつつ、その流行の度合いに応じ、本業務継続計画を速やかに実行し、重要業務の継続を図るとともに、その他の業務を縮小・停止する。
①第一段階（海外発生期）
○急速に国内発生する可能性を想定して、第二段階（国内発生早期）に備えた準備を行う。
②第二段階（国内発生早期）
○情報収集・提供を強化するとともに、本業務継続計画を実行し、重要業務の継続を図るとともに、その他の業務の縮小・停止する。
○国内外の感染状況や社会の状況、関係団体・関係機関等の状況などを勘案する。職場で発症者や育児や看病のために勤務できない就業者が出た場合、代替要員に従事させて業務を継続するか、あるいは復帰するまで業務を一時停止する。
○社会機能の維持に関わる業務の担当部局は、感染防止策を徹底するとともに、社会機能の維持に関わる重要業務を継続できるよう努める。
③第三段階（感染拡大期、まん延期、回復期）
○危機管理体制を継続的に運営し、国等が提供する情報に留意しつつ、業務継続計画を引き続き実施する。
○重要業務への資源の集中、その他の業務の縮小・休止を継続する。
· 感染予防のための勤務体制を継続しながら、重要業務に資源を集中する。

· 業務を絞り込む結果として、部局のいくつかを一時休業することもある。

· 職員の労務管理等に配慮する。

· 通常とは異なる勤務体制や班交代制が長期に続くことによって、職員に過度な負担がかからないよう留意する。

○社会機能の維持に関わる業務の担当部局は、感染防止策を徹底するとともに、社会機能の維持に関わる重要業務を継続できるよう努める。
④第四段階（小康期）
○小康状態になった場合、感染防止策を維持しつつ、一部の業務を回復させる。
· 発症した職員の多くは治癒するため、これら職員も就業可能になることが想定される。

· 小康状態の後、我が国にも第二波、第三波が来る可能性がある。この間にウイルスが大きく変異した場合、発症・治療した者も再度感染するおそれがある。
○社会機能の維持に関わる業務の担当部局は、小康状態においても、感染防止策を徹底するとともに、ほぼ通常どおり重要業務を継続できるよう努める。
２　情報提供・共有（リスクコミュニケーション）について
新型インフルエンザが発生した場合、第二段階以降における様々な対策が円滑に実施され感染の拡がりや被害を抑えるためには、住民一人ひとりが新型インフルエンザとその対策について理解し意識を高めておくことが重要である。
従って、以下の項目について情報提供・共有（リスクコミュニケーション）が必要であり、その具体的方法（広報誌、研修会、防災無線等）についても整理しておく。

（１）前段階における対応
ア　新型インフルエンザに関する情報収集
新型インフルエンザに関する情報は、厚生労働省及び大阪府のホームページ等を利用して最低週１回は確認する。不明な点があれば保健所に問い合わせる。得られた情報は庁内職員情報共有システムを活用し、職員間の共有を図る。
イ　新型インフルエンザに関する情報提供
必要に応じ、広報紙「岬だより」及び町ホームページに新型インフルエンザに関する情報を掲載する。内容は新型インフルエンザの症状等の説明に加えて、日頃の健康管理、咳エチケット、食料や生活必需品の備蓄、地域の医療体制、受診の注意点、不要不急の外出自粛等に関するものとする。

また、自治区（会）や住民を対象とした事業の場を活用し、こうした情報の提供に努める。

ウ　関係者間での情報共有体制の整備
庁内の横断的な情報共有体制に加えて、保健所、地域医師会・薬剤師会・看護協会、警察、消防等との情報共有体制を整備しておく。
（２）第一段階（海外発生期）以降における対応
ア　住民への情報提供
国（厚生労働省）や保健所が発信する発生状況や新型インフルエンザ相談センター等に関する情報などを入手し、個人情報に配慮しながら、町ホームページや回覧版、保護者あての通知等により、住民に必要な情報をできる限り提供するよう努める。
また、必要に応じ、広報車、防災無線等の活用による周知も行う。
イ　相談窓口設置
保健所に新型インフルエンザ相談センターが設置され、主に医療についての相談対応を行うことになるが、相談件数が多くなれば、大阪府からの要請により、町にも窓口を設置し住民からの様々な相談に対応することが必要となる場合が想定される。相談要員は保健師等の専門職員が望ましいが、国や都道府県が作成する相談対応マニュアルやＱ＆Ａを用いることで、保健師以外の職員でも対応は可能と考えられ必要に応じた体制を整備し、対応に努める。

生活相談等については、町の保健センターや危機管理担当課や福祉部等があらかじめ対応を整理し、相談対応要員が共有し、対応を図る。
３　要援護者支援について
要援護者が通所、入所している施設には年齢や基礎疾患のため感染に対する免疫力が弱い人がいる。このため、利用者、職員、面会者などが施設外で感染することにより新型インフルエンザが施設内に持ち込まれると、急速に感染が施設内に広がることが考えられる。

さらに、町中への感染拡大により通所施設が閉鎖されると、自己管理が困難な在宅者が増加し、いわゆる社会的弱者は新型インフルエンザに対する対策からとり残されてしまう可能性がある。

このため、関係機関との情報共有を図り、新型インフルエンザの発生前にこれら要援護者の把握に努め、必要な対策を想定しておく必要がある。

また、新型インフルエンザ感染拡大期は、要援護者支援は保健衛生担当部のみでは対応ができないので、横断的な体制を事前に構築しておく。
（１）要援護者の把握
町内関係部局や自治区長会、民生委員と協議のうえ、町における支援を要する人（独居世帯、高齢者世帯、要介護者、障害者世帯、乳幼児のいるひとり親家庭等）をあらかじめ把握しリストアップしておく。
在宅要援護者については、在宅訪問に備え、住所、電話番号、訪問時の交通手段なども把握しておく。

（２）入所施設の把握
ア　町内における要援護者が入所し、生活している施設の把握
· 高齢者介護施設、福祉施設、肢体不自由者施設、知的障害者施設など

· 社会福祉協議会、自治区長会、民生委員、岬消防署などと情報を共有
イ　入所施設の構造、環境管理などを事前に把握
· 入所者の人数、基礎疾患、要介護度、障害の程度などを把握

· 職員数、勤務状況、ボランティア、面会者などの実態を把握

（３）情報の管理方法
これらの情報については、福祉部において管理し、活用等にあたっては町新型インフルエンザ対策本部又は対策本部事務局（危機管理担当課）と協議する。

（４）施設における感染持込防止、感染拡大防止対策の周知
施設においては新型インフルエンザの外部からの持込防止が重要である。施設におけるインフルエンザの感染持ち込み防止や感染拡大対策は、「高齢者介護施設における新型インフルエンザ対策の手引き」を参考にして施設ごとに対策を講じ、大阪府等からの要請に応じ、対策の状況を確認し、不十分であれば指導し、改善を図る。
ア　平時の入所者、職員、面会者に対する感染症対策の確認と指導
· マスク、手洗い、うがいの習慣づけ、汚染物の処理法

· 季節性インフルエンザワクチン接種等の確認

イ　受診する医療機関の確認
· 施設において新型インフルエンザが発症した際の対策の確認・指導

· 国内で新型インフルエンザの発生が確認された時点で、平時の感染対策が十分であるか、再確認し、再度徹底する

· 新型インフルエンザ発生時に町高齢福祉担当課、保健所へ報告することを確認

· 新型インフルエンザが施設内で流行した際は、施設を訪問し、感染者の病状、感染の拡大程度を把握し、感染拡大の抑制を図る

（５）在宅者への支援
新型インフルエンザ流行時は、日頃要援護者の支援をしている人が支援できなくなったり、食料、生活必需品を購入できなくなることが予想される。このため、新型インフルエンザが発生しまん延した場合には訪問等により在宅者の健康状態を把握し、必要な支援策を講じる。

（６）食料、生活必需品等支援物資の確保
流行期は、個人で食料や生活必需品等の入手が困難になることも予想される。このため、町が食料、生活必需品等の支援物資を確保し、支援に備えておく必要がある。１日当たり必要な物資の種類と量を試算し入手方法を確認しておく。

（７）支援物資の供給方法の確認
支援物資を供給する方法についても、予め自治区町会や民生委員と意見交換し、実行性の高い手法を検討し、確認しておく。

（８）感染に対する基礎的知識の普及
咳エチケット、うがい、手洗いなどの基本的な習慣の必要性を啓蒙する。
（９）訪問体制の確認
在宅患者の見回りや介護に必要な訪問チーム人材の確保、役割分担、連絡方法、個人防護具の確保し、訪問体制を確認しておく。

（10）医療機関受診が必要な場合の支援体制
在宅中に体調不良が生じ、医療機関受診する必要が生じた場合の受診支援方法等についても保健所等と協議し、確認しておく。

（11）往診の体制
かかりつけ医の在宅診療が必要な場合の連絡手段の確認。

（12）災害体制との連携体制
在宅要支援者には保健部門のみでは対応ができないので、各部所が連携し災害発生時の対策とあわせて検討しておく。

４　物資支援（食料品・生活必需品の提供）について
新型インフルエンザが発生し第三段階のまん延期となった場合は、生産や流通の停滞等により食料品や生活必需品の入手が困難となる事態も想定されている。このため新型インフルエンザの発生前から地域の現状とニーズを把握したうえで、物資の確保と配分のための計画を策定し、発生時以降は計画に従って出来る限り住民生活を支援していくことが重要である。

（１）新型インフルエンザ発生前の物資支援（食料品・生活必需品の提供）準備
ア　要援護者への物資支援の見積もり
高齢者、障がい者、外国人等の要援護者を把握し、概ね２週間分の必要量を決定して備蓄に努める。町の防災計画との調整を図る。

イ　福祉施設（町有施設）等への物資支援の見積もり
各施設で概ね２週間分の必要量を決定して備蓄に努める。町の防災計画との調整を図る。

　ウ　住民への備蓄の呼びかけ
町が住民全員の物資を確保することは困難と考えられることから、リストを公表し家庭や個人で概ね２週間分を備蓄することを積極的に呼びかける。

エ　マスクやゴム手袋や消毒薬の備蓄
飛沫感染や接触感染予防のために、マスクやゴム手袋や消毒薬等の備蓄が必要となるが、まん延期に町が業務継続計画を実行し、重要業務等を継続する場合等において、感染拡大防止の観点から、業務に従事する職員への配付及びマスク等を携帯しない住民等が重要業務にかかる手続等のために庁舎を訪れた場合に配付することなどを想定し、事前の備蓄を行う。

　　この際、消防機関等における備蓄物資も含めて、相互で融通する仕組みの構築も含め、効率的な備蓄に努める。

　オ　食料品や生活必需品の確保
食料品や生活必需品が十分に生産、流通、販売されるためには、企業や業者等の活動が維持されることが前提となることから、関連企業等における業務継続計画の策定が前提となる。

町は以下のようなところへ、第三段階のまん延期に備えて食料品や生活必需品の生産、流通、販売を出来るだけ維持してもらうようあらかじめ要請し、供給協定の締結等による連携を図る。

· スーパー、コンビニ、ドラッグストア、大型ショッピングセンター

· 地元商店

· 農協、漁協、卸市場

· ガソリンスタンド、ガス会社

· 運送会社、タクシー会社

· その他（道の駅、物産館等）
なお、町外で生産・流通・販売をしている企業等に対しては、町村会等を通じて要請する。

カ　配付方法について
配付方法として、要援護者に対しては、職員による個別配付（各戸配布）を基本に、自治区長及び民生委員等と事前に十分調整しておく。また、不特定多数の住民等に配付する場合は、各地区の集会所等を活用した配付について、予め検討し、必要に応じて住民に十分周知するよう努める。

キ　見守り体制について
地域で生活に困窮している人がいないかどうか、区長や民生委員や老人会等の協力を得て見回りを行う体制を整備する。

（２）新型インフルエンザ発生時の物資支援（食料品・生活必需品の提供）対応
新型インフルエンザが発生した以降は、（１）のオに挙げた店舗等に連絡を取り地域の食料品や生活必需品の流通状況を適宜把握することに努める。

また、福祉施設（町有施設）等の食料品や生活必需品の確保状況を適宜把握する。不足が生じた時点で、（１）のカで策定した方法により物資の配分や配付を行い、入所者や要援護者の生活を支援する。

なお、適切に配付されているかどうか、（１）のキの方法で把握に努める。
５　埋火葬について
わが国における葬法はほとんど火葬である。そのため、新型インフルエンザのパンデミック期（感染拡大期）には、死者の数が火葬場の火葬能力を超える事態が起こり、火葬の円滑な実施に支障が生じ、火葬ができない遺体を一定期間保存せざるを得ない状況が考えられる。
これに対しては、「埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン」を参考に本町における対策を事前に整理しておく必要がある。

町は、墓地、埋葬等に関する法律において埋火葬の許可権限等、地域における埋火葬の適切な実施を確保するための権限が与えられている。このため、町内における火葬の適切な実施を図るとともに、個別の埋火葬に係る対応及び遺体の保存対策等を講ずる主体的な役割を担い、遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者と連携し、円滑な火葬が実施できるよう努め、火葬場の火葬能力に応じて、臨時遺体安置所として準備している場所を活用した遺体の保存等を適切に行う。
（１）火葬処理能力の把握
地域における施設数、稼動可能な火葬炉数、一日あたりの火葬可能数、必要使用燃料、必要職員数を調査し、把握する。

（２）発生段階に応じた対応策
発生段階に応じた、連絡体制、人員の確保、住民への広報など各火葬処理場、担当部局間のマニュアル、対応フロー図を策定しておく。また、感染拡大期のピーク時における、予測死亡数を検討し、最大処理可能数と比較する。

なお、死亡者数については、最大能力を用いても、処理できない場合も想定されるため、処理能力に余裕がある場合も、一時保存を前提とした対策をたてておく。

（３）火葬処理までの遺体安置所の確保、処理能力、遺体保存方法等
町は、大阪府の協力を得て、新型インフルエンザが全国的に流行して火葬場の火葬能力の限界を超える事態が起こった場合に備え、遺体を一時的に安置するための、臨時遺体安置所を確保できるよう大阪府に協力する。併せて遺体の保存作業に必要となる人員等の確保についても、大阪府と協力し、準備を進める。

（４）遺体搬送体制、非透過性納体袋、棺、ドライアイス等
死亡者が増加し、火葬場の火葬能力の限界を超えることが明らかになった場合には、大阪府は、町の協力を得て、遺体を一時的に安置するため、臨時遺体安置所を直ちに確保することとなっており、これに協力する。また、町は遺体の保存作業のために必要となる人員等を確保するものとされている。

（５）仮埋葬等について
火葬の実施までに長期間を要し、公衆衛生上の問題が生じるおそれが高まった場合には、都道府県は、新型インフルエンザに感染した遺体に十分な消毒等を行った上で墓地に埋葬することを認めることについても考慮することとなっているため、町は、転用しても支障がないと認められる公共用地等を臨時の公営墓地とした上で当該墓地への一時的な埋葬等への協力を行う。

（６）感染対策
新型インフルエンザによる遺体は感染性病原体に汚染されていると考えられるので、遺体処理従事者、家族の感染防御法、消毒体制を決めておく。

ア　遺体との接触等について
· 遺体の搬送や火葬場における火葬に際しては、遺体からの感染を防ぐため、遺体について全体を覆う非透過性納体袋に収容・密封するとともに、遺族等の意向にも配意しつつ、極力そのままの状態で火葬するよう努めるものとする。

· 遺体の搬送に際し、遺体が非透過性納体袋に収容、密封されている限りにおいては、特別の感染防止策は不要であり、遺体の搬送を遺族等が行うことも差し支えない。

· 継続的に遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者にあっては、必ず手袋を着用し、血液・体液・分泌物（汗を除く。）・排泄物などが顔に飛散するおそれのある場合には、標準予防策※として、不織布製マスク、眼の防護（フェイスシールド又はゴーグル）を使用するものとする。また、これらの器具が汚染された場合には、単回使用のものは適切に廃棄し、再利用するものは適切な消毒を行う。

· 火葬に先立ち、遺族等が遺体に直接触れることを希望する場合には、遺族等は手袋等を着用させる。
イ　消毒措置について
· 万が一、一時的に密閉状態がなくなった場合など、消毒を行う必要が生じた場合には、消毒に用いる薬品は、消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム製剤（濃度200～1,000ppm）、70v/v%イソプロパノール等とし、消毒法は、消毒薬を十分に浸した布又はペーパータオル等で当該箇所を満遍なく拭く方法が望ましい。消毒剤の噴霧は不完全な消毒やウイルスの舞い上がりを招く可能性があり、推奨しない。また、可燃性のある消毒薬を使用する場合については火気のある場所で行わない。

　ウ　手指衛生について
· 手指衛生は、感染防止策の基本であり、遺体に接触、あるいは消毒措置を講じた際等には、手袋を外した後に流水・石鹸による手洗い又は速乾性擦式消毒用アルコール製剤による手指衛生を実施する。

６　サーベイランスについて
サーベイランス（発生動向調査）とは、疾病の発生状況やその推移などを継続的に監視することにより、疾病対策の企画、実施、評価に必要なデータを系統的に収集、分析、解釈し、その結果を関係者に迅速かつ定期的に還元することにより、効果的な対策に結びつけるものである。

新型インフルエンザの流行に備えた国内対策を速やかに実施するためには、国内未発生の段階においては新型インフルエンザが発生したことをいち早く察知すること、そして、国内での感染が拡大する段階においては拡大状況や当該感染症の特徴を把握することが必要であり、そのためのサーベイランス体制を確立し、国内外の情報を速やかに入手することが重要である。

（１）各種サーベイランスの概要
地域における情報入力は、主として保健所、医療機関が担うことになるが、サーベイランスの全体像を示す。
①疑い症例調査支援システム
感染症サーベイランスシステム※等を用いて、大規模な流行の可能性がある感染症に感染した疑いがある患者に関する情報を登録し、疫学的リンクや異常な症状から、新しい亜型のインフルエンザ患者を発見するために、疑われる症例を診断に結びつけていくシステム。
②アウトブレイクサーベイランス
地域や医療機関でのアウトブレイクなどの集団感染の発生を検知するシステム。

③クラスタ（集団発生）サーベイランス

　　学校、社会福祉施設等における集団的な発生を継続的に把握する。

④パンデミックサーベイランス
第一段階から第二段階までの間、国内発生を可能な限り早期に発見することを目的として、定点医療機関等において、軽症例の患者の集積及び重症例の患者の集積を把握するサーベイランスシステム。

第三段階から第四段階までの間、新型インフルエンザの発生動向等を迅速に把握及び還元することを目的として、指定届出機関※において、外来患者数、入院患者数及び死亡者数を把握するサーベイランスシステム。
⑤予防接種副反応迅速把握システム
ワクチンの副反応の状況を把握するシステム。接種継続の是非、対象者の限定、予防接種優先順位等の判断に役立てることを目的とする。
⑥薬剤耐性株サーベイランス
収集したウイルス株の薬剤感受性試験や遺伝子解析を行い、抗インフルエンザウイルス薬に対する耐性株の出現頻度やその性状等について把握するための検査を行う。

（２）町の役割
新型インフルエンザＡ／H1N1の対応においては、学校園等施設の設置者として、集団発生の状況を保健所に報告するとともに、関係機関（町内福祉施設等の設置者）への周知などを行う。
７　水際対策
水際対策の目的は、国内への新型インフルエンザウイルス流入を阻止することにある。その目的の性質上、国が対策の実施主体を担い、都道府県がそれを補佐することは勿論であるが、市町村は住民にとってもっとも身近な行政機関として住民への情報提供や地域の情報収集に務め、新型インフルエンザウイルスの国内流入阻止に協力することが期待されている。

ここでは水際対策において町が理解しておくべき国、都道府県の役割と、町に期待される役割を各段階別に記載する。

（１）前段階（未発生期）
ヒトへの新しい亜型のインフルエンザ感染が確認されているが、ヒトからヒトへの感染は基本的にはない段階、つまり現時点に相当する。この段階での町の役割としては、以下が考えられる。

· 町は、次の段階（第一段階海外発生期）において住民に対し迅速で効果的な情報提供が行えることを目指して、広報等の情報提供方法に関して事前に検討しておく。

· 町は、管内に所在する空港、港湾施設、大規模宿泊施設、観光施設等を把握し、必要に応じ保健所と協力し、当該施設における呼吸器・咳エチケットの早期の実施を指導する。

· 町は、次の段階において重点的に情報提供が行えることを目指し、海外との交流が活発な学校（留学生受け入れ）や事業所（出張、研修生受け入れ）等についての情報把握に努める。

（２）第一段階（海外発生期）
我が国での新型インフルエンザ発生がなく、海外でそれが確認された時点で前段階（準備期）から第一段階（海外発生期）に移行する。我が国において世界に先駆けて新型インフルエンザのヒト－ヒト感染が確認された場合は、国内封じ込めを目指すこととなる。この段階での町の役割としては、以下が考えられる。

· 町は、上記の情報提供方法により、海外への渡航自粛を呼びかける。

· 町は、管内に所在する空港、港湾施設、大規模宿泊施設、観光施設等に対して、保健所と協力し、海外において新型インフルエンザが発生した事実を積極的に情報提供し、当該施設における呼吸器・咳エチケットの完全な実施を指導する。

· 町は、海外との交流が活発な学校（留学生受け入れ）や事業所（出張、研修生受け入れ）等に重点的に情報提供を行い、海外への渡航自粛を呼びかける。

· 町は、保健所との連携を密にし、新型インフルエンザの国内発生情報の早期把握に務める。

（３）第二段階（国内発生早期）
海外からの渡航者、あるいはその接触者が我が国において新型インフルエンザを発症した段階において第一段階（海外発生期）から第二段階（国内発生早期）に移行する。この段階では、町は第二段階（海外発生期）の対策を継続することになる。

（４）三段階（感染拡大期、まん延期、回復期）
我が国での新型インフルエンザ発症が、海外からの渡航者およびその接触者にとどまらず、二次感染さらには市中感染例をみた段階で、第二段階（国内発生早期）から第三段階（感染拡大期、まん延期、回復期）に移行することとなる。水際対策としては、これまで国、大阪府、町が行ってきた対策の効果を検証した上で、実施可能でかつ国内での感染拡大防止と国外への感染者流出を防止するための対策を行うことになる。

（５）第四段階（小康期）
小康期では、大流行後の社会機能を速やかに回復することと、第２波のパンデミックに備えることが重要とされている。町においても、水際対策における従来の計画を評価し、再燃期に向けて対策の再構築を行う事が必要である。

８　積極的疫学調査について
積極的疫学調査の目的は、我が国において発生した新型インフルエンザの感染拡大を防止することにあり、その調査にあたっては専門的知識ならびに経験が必要であることから、都道府県並びに保健所設置市の保健所職員が中心となって行うこととなっている。積極的疫学調査の結果とその分析によって得られる情報は、必要に応じ新型インフルエンザが発生した市町村にも提供されることとなっており、本町はその情報を受け、住民に必要な情報を提供していくことになる。

ここでは積極的疫学調査において町に期待される役割を各段階別に記載する。

（１）前段階（準備期）から第一段階（海外発生期）にかけて
この段階の町の役割としては以下が考えられる。

· 国内において、鳥インフルエンザから新型インフルエンザに進行する事態への対策として、管内の養鶏施設数、野鳥の飛来地等の情報把握に務める。

· 町は、新型インフルエンザ発生に備え、３６５日２４時間対応できる情報受理体制、その情報を受けて町としての意思を決定できる体制、住民に情報発信できる体制の構築に努める。

· 新型インフルエンザの発生後（第一段階海外発生期以降）には、新型インフルエンザの患者等が町立保健センター等に直接来所してしまう事態も想定される。そのような事態に対応できるよう、マスク、手袋、防護具、消毒用携帯アルコール等を確保する。

（２）第二段階（国内侵入早期）
この段階の町の役割としては以下が考えられる。

· 町は、新型インフルエンザ発生時に大阪府から提供された疫学調査結果及びその分析結果を、国、大阪府と齟齬なく住民に情報提供する。

（３）第三段階（感染拡大期、まん延期、回復期）
この段階においては、町の役割としては、積極的疫学調査が中止されたことに関する住民からの問い合わせに回答する等が考えられる。

（４）第四段階（小康期）
小康期では、大流行後の社会機能を速やかに回復することと、第２波のパンデミックに備えることが重要とされている。そのため、町においても、第２波に向けて体制を再構築することが求められる。

９　予防投薬について
新型インフルエンザ発症者の同居者および接触者は予防薬の投薬を受ける場合がある。投薬の方法等は積極的疫学調査を通じ保健所等から処方される可能性も踏まえ、現在国や大阪府において検討中である。そのため、予防投薬については、町は、保健所等に協力する役割を担うことが考えられる。具体的には、患者と同居している家族の相談や状態確認は、保健所と協力の上、市町村の役割となることが想定される。
≪新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）に対する予防投薬について≫

　平成２１年１０月１日付け厚生労働省「医療の確保、検疫、学校･保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針（二訂版）」の中で、濃厚接触者に関して「抗インフルエンザウイルス薬の予防投与については特段の理由がない限り、推奨しない。その一方、基礎疾患を有する者で、患者と濃厚に接触するなどして感染を強く疑われる場合は、医師の判断により抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を行うことができる。」とされている。

１０　接触機会の低減等による感染拡大防止対策
新型インフルエンザが国内に流入した段階では、その流行のスピードを緩めるための感染拡大防止対策を講ずることが重要であるが、国内発生早期には、ワクチンの供給体制が整っていない可能性がある。そのため、主に新型インフルエンザ対策行動計画における第二段階から第三段階にかけて考えられる感染拡大防止対策について、町の役割を踏まえ記述する。

（１）感染拡大防止対策の概要
主要な感染拡大防止対策は、以下の３つに大別される。このうちと「ア」と「イ」については感染症法により大阪府が主な役割を果たすことになる。
ア　患者の入院又は自宅療養
イ　患者との接触者に対する感染防止のための協力要請等
ウ　地域対策及び職場対策

（２）地域対策について
地域対策には学校、保育施設等（以下、「学校等」という。）の臨時休業、集会や催し物、コンサート、映画上映、スポーツイベント等不特定多数の者が集まる活動の自粛に加えて、外出の自粛や公共交通機関の利用自粛が考えられている。

（３）職場対策について
職場対策の目的は、職場内感染を防止し、重要業務を継続することである。そのために、職場に出勤しなければならない職員を減らす体制をとりながら、必要とされる事業活動を可能な限り継続する方策をあらかじめ検討する。

上記の対策を支えるためには、各世帯において、最低限の食料品・生活必需品等の備蓄を行うことが必要とされている。そのため、町においては、保健所と連携し住民に対する情報提供を進める必要がある。

また、食料品・生活必需品等が通常の供給ルートから入手できなくなる場合に備え、町において、これらの備蓄や配付の方法について、住民支援の一環として検討しておくことが必要である。

（４）各段階での対策について
以下に、町が主に関係する地域対策について、第二段階及び第三段階に分けて記述する。

ア　第二段階における地域対策
患者が確認された都道府県は、地域における学校等の臨時休業、集会や催し物、コンサート、映画上映、スポーツイベント等不特定多数の者が集まる活動の自粛、外出の自粛や公共交通機関の利用自粛を、適宜呼びかける。

都道府県は、管内で新型インフルエンザが発生して調査を実施した結果必要があると認めた場合、学校等の設置者に対し、臨時休業を要請する。学校等の設置者は、都道府県の要請を踏まえ、臨時休業の開始と終了を判断し、実行することになる。


＜参考：臨時休業の開始時期及び終了時期＞
開始時期は原則として、都道府県において第１例目の患者が確認された時点とする（ただし、管内での感染拡大が否定される場合を除く。）。

なお、都道府県は、生活圏や通勤、通学の状況等を勘案して、市区町村単位で臨時休業の開始時期の要請の判断を行うこともあり得る。

終了時期については、都道府県が、原則として積極的疫学調査の結果等をもとに、回復期になった時点から概ね７日ごとに厚生労働省等と協議して、臨時休業の解除時期を検討し、必要であれば要請することになっている。学校等の設置者は、都道府県の要請を踏まえ、臨時休業の終了について判断し、実行する。

　イ　第二段階における地域封じ込め
一定の条件を満たした場合、国及び都道府県は、地域封じ込め対策を検討することになっている。地域封じ込めにおける町の役割は、後述の「新型インフルエンザの地域封じ込めについて」で記載する。

　ウ　第三段階における感染拡大防止対策
第三段階では、第二段階と同様の対策を継続することが基本になる。

　エ　新型インフルエンザの地域封じ込めについて

　　　人口密度が低く、交通量の少ない地域、離島・山間地域など自然障壁等により交通遮断が比較的容易な地域で新型インフルエンザが発生し、一定の要件を満たす場合には、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与に加え、現実的に実行可能な地域封じ込め対策を講じることとなっている。地域封じ込めの期間については、現時点では、２０日間程度必要とされており、地域封じ込めの方針は、国に設置される新型インフルエンザ対策本部が決定することとなっている。

　（ア）地域封じ込めの手段
地域封じ込めのための手段としては、強制的な措置ではなく、住民等への要請・説得により行うこととし、次に掲げる措置を講ずることを検討されている。

· 住民全体に対する外出自粛の要請と生活の支援

· 地域内外の移動自粛の要請

· 地域外に出ようとする者に対する積極的疫学調査

　（イ）地域封じ込めにおける関係者の役割
地域封じ込めについては、大阪府が当該地域を含む市町村その他の関係者の協力を得て実施することが必要と考えられ、国はこれに対する支援を行うものとされている。

そのため、町においても、大阪府等に協力し、次に掲げる点に取り組むことが適切である。

· 大阪府等の要請があれば、個別訪問による抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を行う。

· 地域内での広報活動を行う（街宣車、ビラ配布、ポスター掲示、CATV 等）。

· 学校等の臨時休業、集会・興行の自粛、公共施設の閉鎖、公共交通機関の運行自粛等について、関係者に協力を要請する。事業者については、住民の最低限の生活維持のために不可欠な公共サービス等を除き、可能な限り休業するよう要請する。

· 公共交通機関の運行自粛要請に当たっては、混乱が生じないよう、地域内外の住民や利用者に周知徹底し、理解を求める。

· 町が一般災害用に備蓄している物資の放出を行う。また、都道府県等に協力し、個々の世帯を訪問し、食料品・生活必需品等の支給を行う。

· 住民数の多さなどのため、訪問が困難である場合、一般住民に対しては、地域内の集積拠点までの食料品・生活必需品等を輸送し、集積拠点に集まった者に配分する。

オ　地域封じ込め時の民間事業者・公共サービスについて
地域内の民間事業者は、大阪府や町の要請を受け、可能な限り休業することになる。しかし、住民の最低限の生活維持のために不可欠な公共サービス（医療、電気、ガス、水道、電話、廃棄物処理等）については、サービス提供を継続することが必要である。

地域内の国の出先機関の窓口については、新型インフルエンザ対策本部の決定を踏まえ、各省庁の判断により、封じ込め期間中当該窓口が開かれなければ住民生活の維持が困難になるような場合を除き、閉鎖することになっている。まん延防止の観点からは、大阪府や町の窓口についても、その判断により、同様の取り扱いとすることが望ましいが、封じ込め期間中であっても必要となる各種行政手続きについては、総合的な相談窓口を設ける等の工夫により、住民の要望に対応することが必要とされている。

（５）患者滞在場所に対する環境整備・消毒について
新型インフルエンザの感染経路が、通常の季節性インフルエンザに準じるとすれば、その感染経路は『飛沫感染』が主であり、他に『接触感染』、更に特殊な条件下（エアロゾルを発生させるような患者に対する処置や検査等）における患者周囲での『空気感染（飛沫核感染）』が考慮されている。この『空気感染（飛沫核感染）』は、稀に、特殊な条件下以外における発生も否定されてはいないが、原則として、患者が退出した後の部屋においては、考慮する必要はないと思われる。

以上のことを踏まえて、患者が滞在していた場所に対する環境整備・消毒の方針を以下のとおりとし、これらを踏まえて発病者の家族や関係者に対する指導を実施する。

ア　環境整備
①床の清掃

患者が滞在した場所の床は濡れたモップ、雑巾による拭き取り清掃を行う。また、明らかに患者由来の血液、体液、分泌物（汗を除く）、排泄物などが存在している箇所は消毒を行う。
②患者が接触した箇所の消毒
患者が頻回に接触したと考えられる箇所（ドアノブ、トイレの便座、スイッチ、階段のすり、テーブル、椅子、ベッド柵等）については、消毒薬で十分に湿らせた濡れタオルや雑巾で拭き取り消毒を行う。
③壁、天井の清掃
患者由来の血液、体液、分泌物（汗を除く）、排泄物などが明らかに付着していない場合は通常以上の清掃の必要はない。患者由来の血液、体液、分泌物（汗を除く）、排泄物などが付着している場合は消毒を行う。
④食器・衣類・リネン
食器・衣類・リネンは通常の洗浄・清掃でよい。衣類やリネンに患者由来の血液、体液、分泌物（汗を除く）、排泄物などが付着しており、洗濯等が不可能である場合は、当該箇所を消毒する。また、可能であれば熱水消毒（80℃、10 分間以上）を実施する方法もある。
⑤物品
患者が使用していた物品は、適宜拭き取り清掃を行う。

イ　消毒について
①次亜塩素酸ナトリウム溶液
濃度は 0.02～0.1w/v％（200～1,000ppm）の溶液を用いる。30 分間の浸漬かあるいは消毒液を浸したタオル、雑巾等による拭き取り消毒を行う。消毒剤の噴霧は不完全な消毒や、ウイルスの舞い上がりを招く可能性があり、また消毒実施者の健康障害につながる危険性もあるため、推奨されない。
②イソプロパノールもしくは消毒用エタノール
70v/v％イソプロパノールもしくは消毒用エタノールを用いて消毒を行う。消毒液を十分に浸したタオル（ペーパータオル等）、脱脂綿を用いた拭き取り消毒を行う。消毒剤の噴霧は不完全な消毒、ウイルスの舞い上がりを招く可能性があり、推奨されない。
③その他の消毒薬については、「医療機関における感染対策の手引き」を参照する。
ウ　環境整備の際に着用すべきもの
清掃、消毒等の環境整備を行う際に、実施者はマスク（原則的に不織布製マスク）、ゴーグルもしくは眼を防御するもの、手袋を着用する。手袋は滅菌である必要はなく、頑丈で水を通さない材質のものを使用する。

　エ　手指衛生について
環境整備後あるいは消毒後には手袋を外した後に流水・石鹸による手洗いかもしくは速乾性擦式消毒用アルコール製剤による手指衛生を必ず実施する。手指衛生はあらゆる感染対策の基本であり、室内で患者の所有していた物品を触った後、食事配膳前、食事摂取前、排便・排尿後にも手指衛生を実施すべきである。また、患者発生後地域において新型インフルエンザの流行が発生する可能性があり、外出からの帰宅後にも必ず手指衛生を実施するように指導する。
１１　ワクチン接種について
≪新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）に対するワクチン接種≫

新型インフルエンザ(A/H1N1)に対するワクチン接種に関しては、平成21年10月1日に開催された政府の新型インフルエンザ対策本部会議において、基本方針が決定された。

◆ワクチン接種の基本方針の概要

○目的　：　　死亡者や重症者の発生をできる限り減らすこと及びそのために必要な医療を確保することを目的とする。

○各事業実施主体の役割 

（１）国は、臨時応急的かつ一元的にワクチンを確保するとともに、接種の優先順位を設定す

る。また、ワクチン接種を行う医療機関と委託契約を締結し、希望者に対してワクチン

の接種を実施する。 

（２）都道府県は、国が示す標準的な実施時期等を参酌し、具体的な接種スケジュールを設定

するとともに、医療機関の在庫状況等を把握して、ワクチンの円滑な流通を確保する。 

（３）市町村は、ワクチン接種を行う医療機関（受託医療機関）を確保するとともに、住民に

対し、接種時期、受託医療機関等を周知する。また、ワクチン接種に係る費用負担につ

いて、国及び都道府県による財政支援のもと、必要に応じ低所得者の負担軽減措置を講

じる。 

（４）受託医療機関は、国と委託契約を締結し、窓口で対象者の確認を行い、優先順位に従っ

て希望者に対してワクチンを接種するとともに、市町村及び都道府県を通じて、必要な

報告を行う。

○優先的に接種する対象者
1 インフルエンザ患者の診療に直接従事する医療従事者（救急隊員を含む）

2 妊婦及び基礎疾患を有する者（この中でも、１歳～小学校低学年に相当する年齢の者の接種を優先） 
3 １歳～小学校低学年に相当する年齢の者

4 １歳未満の小児の保護者及び優先接種対象者のうち身体上の理由により予防接種が受けられない者の保護者等 
の順に優先的に接種を開始する。
さらに、小学校高学年、中学生、高校生に相当する年齢の者及び65歳以上の高齢者についても、優先的に接種する。 
○費用負担
· 実費相当額（ワクチン代、輸送費及び接種に要する費用。原則として全国一律の額）を徴収する。

個人負担　1回目：3,600円　2回目：2,550円　　計6,150円（同じ医療機関で受ける場合）

※異なる医療機関で受ける場合は、1回目･2回目とも3,600円
· 優先的に接種する者のうち低所得者の費用負担については、予防接種法の定期接種に準じて、市町村民税非課税世帯を念頭に、市町村がその費用を助成する措置を講じる。その際、当該措置に要する財源の１／２を国が、１／４を都道府県が補助する。
１２　保健・医療体制の整備について
新型インフルエンザ対策においては、保健・医療体制の整備は重要である。

このうち医療体制の整備は主に都道府県の業務であるが、各都道府県の実情に応じて、都道府県と市町村とで分担して整備を進める場合も考えられる。この際には、分担について相互に協力し適宜調整し、計画等で明示しておくことが望まれる。

保健分野の体制については、一般に感染症対策は都道府県の業務とされているが、パンデミック時には住民に直接サービスを提供する市町村の役割も大きいと考えられる。

そこで、以下に町の役割を段階別に記載する。

（１）前段階（準備期）第一段階（海外発生期）
この段階における町の役割としては、以下の５つが考えられる。

　○二次医療圏における保健所、医療機関、医師会、消防機関、市町村等の地域関係者による新型インフルエンザ対策に係る協議会等が設置されれば、これに参加することになる。

ここでは、下記のような事項が協議されることが想定される。
· 二次医療圏ごとにおける取るべき対応策の抽出

· 関係者の役割の明確化

· 医療体制整備の進捗状況の把握

· 訓練の促進

　○大阪府、保健所からの要請があれば、協議の上で医療機関の確保協力を行なう。また、輪番制、休日夜間の一次救急などの市町村による救急体制の確保と、新型インフルエンザへの対応について、調整しておく必要がある。

　○大阪府、保健所との協議の上で市町村保健センターなどにおいて保健・医療相談体制の準備を行なう。この相談体制は本来保健所等の新型インフルエンザ相談センターなどの業務であるが、患者数が増加した場合、町の協力が必要となる可能性があり、町に直接相談する住民も相当数いると考えられるため、必要な準備を行うことが求められる。
○消防では、所管省庁等のガイドライン等に従い、保健所、医療機関等との連携のもとに、保健所等で搬送ができない場合の症例の搬送について検討し、体制確保の準備を行なう必要がある。

（２）第二段階（国内発生早期）第三段階（感染拡大期、まん延期、回復期）
第一段階で実施する対策に加えて以下の対応を行う。

　○ポスターや広報誌等を活用して、発熱外来や医療体制に関する情報を地域住民へ周知する。
○保健所などが接触者に対して行う外出自粛要請、健康管理、有症時の対応指導、食料などの確保などについて、都道府県、保健所からの要請があれば、協議の上で町立保健センター等において協力を行なう。

（３）第四段階（小康期、再燃期）
従来の計画を評価し、再燃期に向けて再配備を行ない、再燃期には、小康期の計画に基づき、対策を実行する。
１３　抗ウイルス薬について
ここでは、国内の新型インフルエンザ対策におけるリン酸オセルタミブル（商品名：タミフル）の流通調整の在り方、投与方法などについて示す。国、大阪府、保健所設置市の役割が大きいと考えられるが、町は都道府県（保健所等）の役割を理解し協力する必要がある。

それぞれの地域の実情が異なるため町の協力すべき具体的な項目については本編では記載していないが、市町村は一方的に都道府県の指示を待つだけではなく、積極的に都道府県との連携を図り、実情に合わせた協力を実施することが望ましい。

（１）抗インフルエンザウイルス薬
新型インフルエンザ発生時には適時に必要な患者に必要な量のタミフルが供給される必要がある。そのためには適切な流通調整を行う必要がある。流通調整は主に国、大阪府の役割となっている。

（２）抗インフルエンザウイルス薬の選択について
現在、国や大阪府はタミフルを中心に備蓄しているが、リレンザの備蓄も行っている。使用薬の選択については国、大阪府からの通知の他、厚生労働省のホームページ等で厚生労働省が随時更新する治療方針等の最新情報を確認することが必要になる。

１４　今後に備えて
過去の新型インフルエンザの経験によると、新型インフルエンザの流行は数回の波でやってくることが予想されている。そのため、第一波を乗り切った後は、次の流行に備えて必要がある。

流行すれば多数の感染者が発生することが見込まれる新型インフルエンザ対策は、単に感染症の多発というよりは、災害的な要素を含むことになるので、保健福祉担当部のみならず、危機対策を行う部と連携してゆかねばならないと考える。町が策定している防災計画を活用する等して、ライフライン関連企業や報道機関への対応等の準備をしておくことが肝要である。
　新型インフルエンザ発生の各段階における、本町の取るべき対応については、本行動計画に定める事項を基本とするが、国及び大阪府等から対応に関する通知や協力要請等が発せられることも予想される。こうした国等から発せられる情報の内容も踏まえながら、新型インフルエンザの脅威から住民の安心･安全の確保と感染拡大を最小限に止めることができるよう、町職員が一丸となって、適宜、必要な対策を講じることができるよう努めていかなければならない。

【参考】

岬町新型インフルエンザ対策本部設置要綱

（目的）

第１条　新型インフルエンザの事前対策、発生時の初動対応、感染拡大防止、パンデミック時の危機管理対策を的確に行うため、庁内各部局が一体となって、総合的な対策を推進することを目的として、岬町新型インフルエンザ対策本部（以下「対策本部」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条　対策本部は、次に掲げる事項について協議し、必要な対策を実施する。

（１）新型インフルエンザに対する事前対策に関すること

（２）新型インフルエンザ発生時の初動対応に関すること

（３）パンデミック時における危機管理対策に関すること

（４）岬町新型インフルエンザ対策行動計画に関すること

（５）その他上記以外に必要な事項に関すること

（組織）

第３条　対策本部は本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

２　本部長には町長を、副本部長には福祉部長の職にある者をもって充てる。

３　本部員は別表第1に掲げる職にある者とする。

４　本部長は必要があると認めるときは、その都度本部員を追加することができる。

（運営）

第４条　本部長は、本部会議を招集し、これを主宰する。

２　副本部長は本部長を補佐し、本部長が不在のときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。

（専門家会議）

第５条　本部長は、対策本部の協議事項に関し、専門的な意見を徴するため、学識経験者等で構成する専門家会議を置くことができる。

（幹事会）

第６条　対策本部に幹事会を置く。幹事会は別表第２に掲げる職にある者及び本部長が特に指名する者をもって構成する。

２　幹事会は、岬町立保健センター所長が招集し、これを主宰する。

３　幹事会は、必要に応じて関係する課長等の出席を求めることができる。

（対策本部の庶務）

第７条　対策本部の庶務は、総務部危機管理課が行う。

（雑則）

第８条　この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

附則

この要綱は、平成２１年５月１日から施行する。

別表１（本部員）　　　　　　　　　別表２（幹事会）

	教育長

総務部長

企画部長

住民部長

福祉部長

事業部長
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教育部長
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	総務部

企画部

住民部

福祉部
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上下水道部
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	活力創造課長

理事

総務法制課長

行財政改革課長

危機管理課長

理事兼人権推進課長

副理事

秘書人事課長

企画政策課長

理事兼税務課長

住民生活課長

保険年金課長

副理事兼地域福祉課長

高齢福祉課長

子育て支援課長

保健センター所長

事業課長

産業振興課長

上下水道総務課長

上下水道整備課長

会計課長

副理事兼生涯学習課長

学校教育課長

指導課長




◎職員の服務の取扱い（通知文）

岬秘　第　100　号

平成21年7月31日

各部(局)課長　様

岬町企画部長

新型インフルエンザ等感染症に伴う出勤停止（自宅待機）・休業等の

場合の休暇の取扱い等について(通知)
　標記について、職員が新型インフルエンザに感染した場合又は濃厚接触者となった場合、感染症予防法に基づく就業制限の措置がとられます。また、感染防止の観点から休業等の措置を行う場合があります。

こうした場合の休暇の取り扱い等については、以下のとおりとするので通知します。

　

記

(１)職員本人が感染した場合は、病気休暇を付与する。
○医師の診断書を添えて病気休暇の届出をしてください。

(症状が軽い場合は、発症した日の翌日から7日を経過した日まで又は発熱がなくなった日の翌々日までは自宅待機する必要があります。(受診先の医師の指示に従ってください。))

　　　　○年次休暇、夏期休暇によることも可。

(２）職員が濃厚接触者となった場合(同居の家族が患者となった場合や患者と対面で会話や挨拶等の接触があった者等)は、特別休暇を付与する。
　　 ○部課長は、一定期間(患者との接触から３～５日程度)は、自宅待機により自主的な経過観察を行うよう指示するものとする。また、発熱等の症状が出た場合は、医療機関で受診するよう指導する。

(３)保育所等の臨時休業による子等の世話のため出勤できない場合は、年次休暇等を取得する。
◆非常勤職員について

【濃厚接触者となった場合】

職員の取扱いに準じ、特別休暇を付与できるものとする。
　　

【濃厚接触者以外の場合(本人感染等)】

欠勤として取り扱う。ただし、年次休暇が付与されている場合は、年次休暇を取得する。
· 部課長は、職員の手指の消毒の徹底に努めるとともに、職員の健康状態の把握に努め、職員から咳や発熱等の症状があると連絡があった場合は、医療機関で受診するよう指導し、医師の指示を報告するよう指示してください。

職場内で一人でも新型インフルエンザ患者が発生した場合は、軽度接触者と想定される職員（係・課・部単位等）については、感染した職員が職場復帰するまでの間、マスクを着用するものとする。

(参　考)

【職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則】

(病気休暇)
第14条　病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

（特別休暇）

第15条　条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。
(16)　 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる
場合　　　　必要と認められる期間
＜用語説明＞
○インフルエンザ（Influenza）
インフルエンザは、インフルエンザウイルスによる感染症で、ウイルスの持つ遺伝子の違いから、A 型、B 型、C 型に大きく分類される。ヒトに感染し、重い病気を起こすのはA型とB 型である。A 型インフルエンザウイルスの表面には、赤血球凝集素（HA）とノイラミニダーゼ（NA）と呼ばれる、タンパク質でできたトゲが突き出していて、HA は細胞と結合する働きを、NA は細胞表面などから遊離する働きを持ち、それぞれ１５種類、９種類の型が知られている。このHA 及びNA の組み合わせにより、多くの型のウイルスが存在し、色々な動物に感染する。このように、A 型インフルエンザウイルスの様々な種類の型を「亜型」といい、いわゆるA／ソ連型はＨ１Ｎ１を、A／香港型はＨ３Ｎ２を指す。

なお、「A／H１N１」とは、A 型インフルエンザウイルスのうち、Ｈ１とＮ１の組み合わせを持つウイルスである。

○鳥インフルエンザ（Bird flu or avian Influenza）
鳥類のインフルエンザは、「鳥インフルエンザ」と呼ばれる。ヒトのインフルエンザウイルスと別のA 型インフルエンザウイルス感染症のこと。このうち感染した鳥が死亡したり、全身症状を発症したり特に強い病原性を示すものを「高病原性鳥インフルエンザ」（感染症法では、鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１））という。一方、時に毛並みが乱れたり、産卵数が減ったりするような軽い症状にとどまる感染を引き起こすものは、「低病原性鳥インフルエンザ」という。（感染症法では鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１以外）という。）

ヒトが鳥インフルエンザウイルスの感染を受けるのは、一般的に、病鳥と間近で接触した場合、または、それらの内臓や排泄物に接触するなどした場合が多いと考えられており、鶏肉や鶏卵からの感染の報告はない。

○パンデミック（Pandemic）
新インフルエンザウイルスがヒトの集団に広範かつ急速に広がり、世界的大流行を呈する状況のこと。

○タミフル（Tamiflu 有効成分：リン酸オセルタミビル）
抗インフルエンザウイルス薬の一つとして、A 型及びB 型インフルエンザの治療及びその予防のために使用される医薬品の商品名で、新型インフルエンザにも有効と考えられている。

ウイルスが体内で増殖するのを抑え、感染した場合の発病や重症化を防ぐ作用があるので通常、発症後４８時間以内の場合に使用される。カプセルタイプとドライシロップタイプがあり、医師の処方せんによって投薬されることが薬事法によって義務付けられている。

○家きん等
家きん（鶏、あひる、七面鳥、うずら、きじ、だちょう及びほろほろ鳥）及びその他の鳥類（飼育されているものに限る。）のこと。
○サーベイランス（Surveillance）
「見張り、監視制度」という意味。特に感染症に関しては、感染症法に基づき、定期的な感染症の発生状況（患者及び病原体）やその状況からの動向予測（感染症サーベイランス）が行われている。
○基礎疾患を有する者等

　　新型インフルエンザに罹患することで重症化するリスクが高いと考えられている者をいう。通常のインフルエンザでの経験に加え、今回の新型インフルエンザについての海外の知見により、以下の者が該当すると考えられる。

妊婦、幼児、高齢者、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、慢性腎疾患、慢性肝疾患、神経疾患・神経筋疾患、血液疾患、糖尿病、疾患や治療に伴う免疫抑制状態、小児科領域の慢性疾患を有しており治療経過や管理の状況等を勘案して医師により重症化へのリスクが高いと判断される者等。

○感染症指定医療機関
特定感染症指定医療機関、第１種感染症指定医療機関及び第２種感染症指定医療機関のことであり、新感染症、一類感染症、二類感染症の患者の入院を担当する。

○指定届出機関
五類感染症の患者を診断し、又は死亡した者の死体を検案したときに、患者又は死亡した者の年齢、性別等を届け出る病院又は診療所のこと。

○ＰＣＲ（ピーシーアール：polymerase chain reaction）検査
微量のDNA を、その複製に関与する酵素であるポリメラーゼを用いて、大量に増やす方法。合成酵素連鎖反応法。

○プレパンデミックワクチン（Prepandemic vaccine）
対象とするウイルス株の発生の前に、既に存在する鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）のウイルスを用いて作成されたワクチンのこと。
○パンデミックワクチン（Pandemic vaccine）
流行しているウイルス株を用いて、作成されたワクチンのこと。

○標準予防策（スタンダードプレコーション：Standard Precaution）
「人の血液・体液や人から分泌・排泄される全ての物質（尿、痰、便、膿など）は感染症のおそれがある」とみなして対応する方法。これらの物質に触れた後は手洗いをし、あらかじめ触れる恐れのある場合は手袋、エプロン等を着用する。
○感染症サーベイランスシステム

（ネェシッド；NESID：National Epidemiological Surveillance of Infectious Diseases）
感染症法では、感染症の発生を迅速に把握することによって、感染症の予防と拡大防止、そして国民に正確な情報を提供することを目的として、日常的な種々の感染症の発生動向を監視している。これら発生報告を一元的に効率よく収集解析するために、都道府県と国の行政機関を結ぶネットワーク、あるいはインターネットをベースに構築された電子的なシステムを指す。

○業務継続計画：BCP（ビーシーピー；事業継続計画：Business Continuity Plan）
企業等が自然災害、大火災、テロ攻撃等の緊急事態に陥った場合、企業等の資産や信用の損害を最小限にとどめ、中核となる事業の継続や早期の復旧を目的として、平時から準備しておく事柄や緊急時に行うことや中止したり延期すべきことをまとめた計画のこと。行政機関等では、業務を継続するという観点から、COOP（クープ；業務継続計画：Continuity of Operation）という呼び方をすることもある。

○トリアージ（Triage）
災害発生時などに多数の傷病者が発生した場合に、適切な搬送、治療等を行うために、傷病の緊急度や程度に応じて優先順位をつけること。

○ＰＰＥ（ピーピーイー：Personal Protective Equipment）
個人保護具のことであり、防護服や、ゴーグル、マスクなどのように、病原体、化学物質、その他の危険有害要因との接触による、重大な障害、疾病から身を守るために作られた用具及び衣類のこと。

○感染症の定義及び類型
· 「一類感染症」：感染力及び罹患した場合の重篤性等に基づいて総合的な観点からきわめて危険性が高い感染症（例：エボラ出血熱、ペスト等）

· 「二類感染症」：感染力及び罹患した場合の重篤性等に基づいて総合的な観点から危険性が高い感染症（鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）、結核、急性灰白髄炎、ジフテリア等）

· 「三類感染症」：感染力及び罹患した場合の重篤性に基づいて総合的な観点からみた危険性は高くないが、特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こしうる感染症（例：腸管出血性大腸菌（Ｏ１５７等）感染症、コレラ、細菌性赤痢等）

· 「四類感染症」：ヒトからヒトへの感染はほとんどないが、動物や物件から感染する可能性があり、消毒等の措置が必要となる感染症（例：鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１を除く）、狂犬病等）

· 「五類感染症」：国民の健康に影響を与える恐れがある感染症（例：インフルエンザ、麻しん、梅毒等）

· 「指定感染症」：既知の感染症の中で一類から三類及び新型インフルエンザ等感染症に分類されない感染症において一類から三類に準じた対応の必要が生じた感染症

· 「新感染症」：既感染症と異なるもので当該疾病にかかった場合の症状の程度が重篤なもの。

· 「新型インフルエンザ等感染症」：まだ発生していない新型インフルエンザについて、新たな類型を設けたもの。
○感染症病床、結核病床
病床は、医療法によって、一般病床、療養病床、精神病床、感染症病床、結核病床に区別されている。感染症病床とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する一類感染症、二類感染症及び新感染症の患者を入院させるための病床であり、結核病床とは、結核の患者を入院させるための病床のこと。

○陰圧病床
院内感染を防ぐために、病室の内側の気圧をその外部の気圧より低くすることによって、外部に感染症の病原体を拡散させないようにしている病床のこと。
○v/v%
　　v/v%とは、volume/volume％のことで、70v/v%イソプロパノールは、１００ｍｌ中に７０ｍｌのイソプロパノールが入っているということ。

都道府県の判断





第一段階（海外発生期）





海外で新型インフルエンザが発生した状態





　　　　　　　　まん延期





各都道府県において入院措置等による感染拡大防止効果が十分に得られなくなった状態





　　　　　　　　回復期





各都道府県においてピークを越えたと判断できる状態





第四段階（小康期）





患者の発生が減少し、低い水準でとどまっている状態





第二段階（国内発生早期）





国内で新型インフルエンザが発生した状態





第三段階





国内で患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった事例が生じた状態





　　　　　　　　感染拡大期





各都道府県において入院措置等による感染拡大防止効果が期待される状態





発生段階





状態





前段階（未発生期）





新型インフルエンザが発生していない状態





【地域対策及び職場対策】





【患者との接触者に対する感染防止のための協力要請等】





〔開始時期〕


原則として、都道府県において第1例目の患者が確認された時点。なお、都道府県は、生活圏や 通勤、通学の状況等を勘案して、市区町村単位で臨時休業の開始時期の要請の判断を行うこともあり得る。


〔終了時期〕


都道府県は、疫学調査の結果等をもとに、回復期になった時点から概ね7日ごとに厚生労働省と協議して、臨時休業の解除時期を検討し、要請する。学校等設置管理者は、要請を踏まえ、判断。





学校等設置者は、臨時休業の開始と終了を判断し、実行する





� EMBED PBrush  ���





外出や公共交通機関


の利用自粛





不特定多数の者が


集まる活動自粛





学校等の臨時休業の要請





抗インフルエンザ薬の予防投与





健康観察、外出自粛の要請等





特定





・患者の同居者


・患者との濃厚接触者


・患者が通う学校・職場等





積極的疫学調査





 患　者





 都道府県





【患者の入院】


　　　新型インフルエンザ患者は感染症法第19条に基づく入院措置の対象。





■感染拡大防止対策（概略図）





岬　町


























（注）


この行動計画(案)は、鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）が変異して発生する新型インフルエンザを想定して策定しています。


なお、現在国内で感染がひろがっている新型インフルエンザ（Ｈ１Ｎ１）に関しては、Ｐ12～Ｐ16に記載していますので、ご留意ください。








少　　　　　　　　 　　 　　　重症者　　　　　　　　　　 　　　　　　　多








少　　　　　　　　　　　　　　 　死亡　　　　　　　　　　　　　　　　　　多








多　　　医療機関当たりの患者数　　　少




















多　　　　　　　　入院患者数　　　　　　　　少

















警戒レベル　高





多　　集団感染数（学校等の休業数）　　少

















弱い　　　　　　　　　　　　　　　　　毒性　　　　　　　　　　　　　　　　　　強い





町内の発生状況











高い　　　　　　感染力　　　　　　低い
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